
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

武蔵村山市第五次長期総合計画前期基本計画の検討資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフや統計の数値等は、今後、検討を進める中で最新のデータを整理し、調整します。 
 

第 ６ 回 審 議 会 

資料４ 
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第２編 前期基本計画 

現行基本計画 次期基本計画案 

第２章 安心していきいきと暮らせるまちづくり 

第２節健康・医療 
１ 健康づくり 

●現状と課題 
本格的な高齢社会の中、健康であることの重要性や健康づくりへの関心が一段と高まっています。一方で、

近年、若者を中心に危険ドラッグの乱用が社会問題となっており、健康被害のリスクが高まっています。 

平成 26年度の本市の主要死因別死亡者数は、第 1位が悪性新生物、第 2位が心疾患、第 3位が脳血管疾

患となっており、悪性新生物による死亡者数の割合は、全体の約 36.2％となっています（表 2-4参照）。 

医療技術の進歩により平均寿命は更に延びる傾向にある一方で、運動不足による体力の低下、栄養摂取の

偏り、喫煙・飲酒等に起因する生活習慣病（がん・心臓病・脳卒中等）が増加しています。このような状況の中、

本市では、子どもから高齢者までを対象とした健康診査等、各種の保健関連事業を実施し、病気の予防と早期

発見を図っています。 

また、健康維持のためには、疾病の予防・治療にとどまらず、「自分の健康は自分で守る」という意識を高め、

市民のニーズに応じた適切な健康教育や相談体制によって支援を推進することが重要です。本市では、総合

体育館やかたくりの湯等を拠点としてスポーツ教室や健康づくり教室等が定期的に開催されています。 

今後も、市民の心身の健康の保持、増進に向けた取組を推進する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本方針 
疾病の予防、早期発見等を図るため、健康教育や健康相談、健康診査等を一層充実するとともに、「自分の健康

は自分で守る」という、市民の自主的な健康づくりを支援し、健康であることの重要性や健康づくりへの関心を一層高

め、市民の心身の健康の保持及び増進に努めます。 

 

第２章 健康で明るく暮らせるまちづくり 

第１節健康・医療 
１ 健康づくり 

●現状と課題 
本格的な高齢社会の中、健康であることの重要性や健康づくりへの関心が一段と高まっています。一方で、

近年、若者を中心に危険ドラッグの乱用が社会問題となっており、健康被害のリスクが高まっています。 

平成 30年の本市における主要死因別死亡者数は、第 1位が悪性新生物、第 2位が心疾患、第 3位が脳血

管疾患となっており、悪性新生物による死亡者数の割合は、全体の約 31.0％となっています（表 2-4参照）。 

医療技術の進歩により平均寿命は更に延びる傾向にある一方で、運動不足による体力の低下、栄養摂取の

偏り、喫煙・飲酒等に起因する生活習慣病（がん・心臓病・脳卒中等）が増加しています。このような状況の中、

本市では、子どもから高齢者までを対象とした健康診査等、各種の保健関連事業を実施し、病気の予防と早期

発見を図っています。 

また、健康維持のためには、疾病の予防・治療にとどまらず、「自分の健康は自分で守る」という意識を高め、

市民のニーズに応じた適切な健康教育や相談体制によって支援を推進することが重要です。本市では、総合

体育館や保健相談センター等を拠点としてスポーツ教室や健康づくり教室等が定期的に開催されています。 

今後も、市民の心身の健康の保持、増進に向けた取組を推進する必要があります。 

 

表 2－4 平成 30年度主要死因別死亡者数・死亡割合 

死  因 
死亡者数

（人） 

総数に対する 

割合（％） 
死  因 

死亡者数

（人） 

総数に対する 

割合（％） 

悪 性 新 生 物 219 31.0 慢 性 閉 塞 性 肺 疾 患 9 1.3 

糖 尿 病 11 1.6 肝 疾 患 12 1.7 

心疾患（高血圧性を除く） 100 14.2 腎 不 全 15 2.1 

高 血 圧 性 疾 患 3 0.4 老 衰 42 6.0 

脳 血 管 疾 患 47 6.7 不 慮 の 事 故 15 2.1 

大 動 脈 瘤 及 び 解 離 12 1.7 自 殺 16 2.2 

肺 炎 45 6.4 そ の 他 159 22.6 

総  数 705 

出典 多摩立川保健所資料  
 
●基本方針 
疾病の予防、早期発見等を図るため、健康教育や健康相談、健康診査等を一層充実するとともに、「自分の健康

は自分で守る」という、市民の自主的な健康づくりを支援し、健康であることの重要性や健康づくりへの関心を一層高

め、市民の心身の健康の保持及び増進に努めます。 
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●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第二次健康増進計画・第二次食育推進計画（計画期間：平成 29年度から平成 33年度まで） 

 

 

●施策の内容 
(1) 保健事業の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①保健サービ

スの充実 

 

疾病の予防や早期発見を図るた

め、健康教育、健康相談、各種健康

診査、がん検診等のサービスの充実

に努めます。 

他市の動向を踏まえつつ、近隣

市や関係機関との連携により、健康

診査・検診の拡充を図ります。 

 

 

 

 

 

○各種健康診査・相談事業の

実施 

○家庭訪問の実施 

健康推進課 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第二次健康増進計画・第二次食育推進計画（計画期間：平成 29年度から令和 3年度まで） 

 

 

●施策の内容 
(1) 保健事業の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①保健サービ

スの充実 

 

疾病の予防や早期発見を図るた

め、健康教育、健康相談、各種健康

診査、がん検診等のサービスの充実

に努めます。 

他市の動向を踏まえつつ、近隣

市や関係機関との連携により、健康

診査・検診の拡充を図ります。 

また、乳幼児の障害の早期発見

や健全な発育、育成を図るため、各

種健康診査・相談業務などを実施

し、きめ細やかな保健サービスの充

実に努めます。 

○各種健康診査・相談事業の

実施 

○健康教室の実施 

○各種健康診査・相談業務の

実施 

○家庭訪問の実施 

 

健康推進課 

 

 

子ども子育て支援

課 
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②献血事業の

推進 

日本赤十字社等との連携を図りな

がら、献血推進協議会を基軸として

献血思想の啓発活動や献血運動等

を推進します。 

○献血車による献血事業の推

進 

 

健康推進課 

 

(2) 健康づくり意識の高揚 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

健康づくり意

識の高揚 

 

広報活動や啓発事業を実施し、

運動の習慣化、疲労を回復するた

めの十分な休養や食生活の改善な

ど、健康づくり意識の高揚を図る

とともに、食中毒や薬物乱用防止

などの健康被害のリスクを避ける

ため、正確な知識の普及に努めま

す。今後も健康づくり推進協議会

等との連携により市民ニーズを的

確に把握しながら、保健事業予定

表、広報紙及びホームページの内

容の充実を図り、健康づくりの周

知に努めます。 

○広報紙、ホームページ等に

よる情報提供 

健康推進課 

 

(3) 健康づくり事業の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①健康相談の

実施 

健康への関心が高まる中、適切な

健康づくりができるよう、個別の相談

に応じ、家庭における健康づくりの

支援を図ります。 

保健師・栄養士による健康相談

の実施 

 

健康推進課 

②市民ニーズ

に基づく健

康教育 

各種健康教室でのアンケート調査

の実施等による市民ニーズに基づ

き、適切な健康教育を体系的に推進

します。 

○ヘルシースリム教室の実施 

○骨粗しょう症予防教室の実施 

○ヨガ体操・ピラティス・フットケ

ア教室の実施 

 

 

健康推進課 

 

 

 

 

 

 

 

②献血事業の

推進 

日本赤十字社等との連携を図りな

がら、献血推進協議会を基軸として

献血思想の啓発活動や献血運動等

を推進します。 

○献血車による献血事業の推

進 

 

健康推進課 

 

(2) 健康づくり意識の高揚 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

健康づくり意

識の高揚 

 

広報活動や啓発事業を実施し、

運動の習慣化、疲労を回復するた

めの十分な休養や食生活の改善な

ど、健康づくり意識の高揚を図る

とともに、食中毒や薬物乱用防止

などの健康被害のリスクを避ける

ため、正確な知識の普及に努めま

す。今後も健康づくり推進協議会

等との連携により市民ニーズを的

確に把握しながら、保健事業予定

表、広報紙及びホームページの内

容の充実を図り、健康づくりの周

知に努めます。 

○広報紙、ホームページ等に

よる情報提供 

健康推進課 

 

(3) 健康づくり事業の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①健康相談の

実施 

健康への関心が高まる中、適切な

健康づくりができるよう、個別の相談

に応じ、家庭における健康づくりの

支援を図ります。 

○保健師・栄養士・歯科衛生士

による健康相談の実施 

 

健康推進課・ 

子ども子育て支援

課 

②市民ニーズ

に基づく健

康教育 

各種健康教室でのアンケート調査

の実施等による市民ニーズに基づ

き、適切な健康教育を体系的に推進

します。 

○健康寿命をのばそう教室の

実施 

○骨粗しょう症予防教室の実施 

○ヨガ体操・肩こり腰痛予防・ウ

ォーキング教室、健康づくり

生き活き運動塾の実施 

健康推進課 
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(4) 食育の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

食育の推進 家庭、学校、地域等と協力し、食

育の取組を推進します。 

また、食育推進ネットワーク協

議会等を運営し、食育推進ネット

ワークの充実を図ります。 

○食育に関する事業の推進 

○関係機関等とのネットワー

クの充実 

 

健康推進課 

 

(5) 心の健康づくり 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①上手な休養

を取るため

の知識の普

及啓発 

働き盛りの世代を主な対象とし

て、心を休め、質の良い睡眠をとる

方法など、ライフステージに合わせ

た上手な休養の取り方に関する知識

の普及啓発に努めます。 

○広報紙、ホームぺージ等によ

る普及啓発 

 

健康推進課 

②相談体制の

充実 

家庭・地域などにおける心の健康

づくりに関する相談を受けられる体

制づくりを推進します。 

○精神保健福祉相談の実施 健康推進課 

③自殺防止対

策の取組 

地域や職場などで、相手の心身

不調のサインに気付き、専門機関に

よる相談等につなぐ役割を担うゲー

トキーパーの養成を促進します。 

○ゲートキーパーの養成 健康推進課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 各種がん検診の受診者数 6,394人/年(H26) 

（前期計画）― 

8,000人/年(H32) 

（前期計画）7,310 人 

指標 2 健康教室の参加者数 425人/年(H26) 

（前期計画）460 人 

660人/年(H32) 

（前期計画）660 人 

指標 3 ゲートキーパーの養成数 94人(H26) 280人(H32) 
 

(4) 食育の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

食育の推進 家庭、学校、地域等と協力し、食

育の取組を推進します。 

 

 

 

○食育に関する事業の推進 

○関係機関等とのネットワー

クの充実 

 

健康推進課・ 

子ども子育て支援

課・学校給食課 

 

(5) 心の健康づくり 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①上手な休養

を取るため

の知識の普

及啓発 

働き盛りの世代を主な対象とし

て、心を休め、質の良い睡眠をとる

方法など、ライフステージに合わせ

た上手な休養の取り方に関する知識

の普及啓発に努めます。 

○広報紙、ホームぺージ等によ

る普及啓発 

 

健康推進課 

②相談体制の

充実 

家庭・地域などにおける心の健康

づくりに関する相談を受けられる体

制づくりを推進します。 

○健康相談の実施 健康推進課 

③自殺防止対

策の取組 

地域や職場などで、相手の心身

不調のサインに気付き、専門機関に

よる相談等につなぐ役割を担うゲー

トキーパーの養成を促進します。 

○ゲートキーパーの養成 健康推進課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 各種がん検診の受診者数 6,922人/年(R1) 8,000人/年(R7) 

指標 2 健康教室の参加者数 164人/年(R1) 304人/年(R7) 

指標 3 ゲートキーパーの養成数 266人(R1) 430人(R7) 
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現行基本計画 次期基本計画案 

３ 医療・救急 
●現状と課題 

本市内の医療施設は、平成 25 年 10 月 1 日現在で、一般病院 4 か所、診療所 26 か所があり、延べ 105 の

診療科目（歯科を除く）で運営されています（表 2-7参照）。 

救急車の出動回数は、平成 27年には 3,793回を数え、救護人員も 3,423人となっています（図 2-6 参照）。 

救急体制については、消防団女性部が応急手当指導員の資格を生かし、市民に対して応急救護に関する知

識と技術の普及を行っています。 

 

また、休日・休日準夜の内科・小児科の救急患者の対応については、市医師会に委託して保健相談センター

において対応しているほか、武蔵村山病院において小児初期救急準夜診療及び小児二次救急診療を行って

います。 

今後も、市民が身近な地域で安心して健康相談や治療が受けられるよう、「かかりつけ医」「かかりつけ歯科

医」づくりを推進するとともに、休日・休日準夜診療や救急医療体制の充実など地域保健医療の整備を推進す

る必要があります。 

また、新型インフルエンザ等の新感染症による爆発的感染拡大（パンデミック）の防止等も重要であることか

ら、平成 27 年 3 月に改定した「新型インフルエンザ等行動対策計画」に基づき、状況に応じた措置対応に努

めるとともに、平時からの対応能力を高める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 医療・救急 
●現状と課題 

本市内の医療施設は、平成 30 年 10 月 1 日現在で、一般病院 4 か所、診療所 25 か所があり、延べ 112 の

診療科目（歯科を除く）で運営されています（表 2-7参照）。 

救急車の出動回数は、令和元年には 4,008回を数え、救護人員も 3,740人となっています（図 2-6参照）。 

救急体制については、消防団女性部が応急手当指導員の資格をいかし、市民に対して応急救護に関する知

識と技術の普及を行っています。今後は消防団の多様な人材を活用し、応急救護を指導できる人材を増やして

いく必要があります。 

また、休日・休日準夜の内科・小児科の救急患者の対応については、市医師会に委託して保健相談センター

において対応しているほか、武蔵村山病院において小児初期救急準夜診療及び小児二次救急診療を行って

います。 

今後も、市民が身近な地域で安心して健康相談や治療が受けられるよう、「かかりつけ医」「かかりつけ歯科

医」づくりを推進するとともに、休日・休日準夜診療や救急医療体制の充実など地域保健医療の整備を推進す

る必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症が、世界各地で感染拡大しており、日本国内でも爆発的感染拡大（パンデミ

ック）の防止等が重要となっています。新型コロナウイルスに限らず、新たな感染症等が発生した場合に備え、平

成 27 年 3 月に改定した「新型インフルエンザ等対策行動計画」や「業務継続計画（新型インフルエンザ等編）」

に基づき、状況に応じた措置対応に努め、今後の動向を注視するとともに、国や東京都と連携し、市としての対

応能力を高める必要があります。 

 

表 2－7 市内所在診療科目の内訳（歯科を除く）                    （平成 30年 10月 1日現在） 

科 目 病院・診療所数 科 目 病院・診療所数 

内 科 25 整 形 外 科 7 

呼 吸 器 内 科 4 小 児 外 科 - 

消 化 器 ・ 胃 腸 内 科 6 産 婦 人 科 1 

循 環 器 内 科 4 産 科 - 

小 児 科 15 婦 人 科 2 

精 神 科 1 眼 科 6 

ア レ ル ギ ー 科 3 耳 鼻 い ん こ う 科 2 

神 経 内 科 3 皮 膚 科 9 

リ ウ マ チ 科 2 泌 尿 器 科 5 

外 科 5 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 6 

脳 神 経 外 科 - 放 射 線 科 3 

消 化 器 ・ 胃 腸 外 科 1 麻 酔 科 2 

総 数 112 

出典 東京都福祉保健局資料（東京都の医療施設）  
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●基本方針 
誰もが身近な地域で、気軽に健康相談や診療を受けられるよう「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」づくりを推進

し、休日・休日準夜診療や救急医療体制の充実など地域保健医療の充実に取り組みます。 

また、国や東京都と連携し、新型インフルエンザ等の新感染症に対する適正な対応を図ります。 

 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2－6 救急車出動状況の推移 

 

グラフ作成中 
（各年 1月～12月） 

区   分 平 成 28 年 平 成 29 年 平 成 30 年 令和元年 

出 動 回 数 (回) 3,848 3,888 3,996 4,008 

救 護 人 員 (人) 3,501 3,596 3,671 3,740 

出典 北多摩西部消防署資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本方針 
誰もが身近な地域で、気軽に健康相談や診療を受けられるよう「かかりつけ医」「かかりつけ歯科医」づくりを推進す

るとともに、休日・休日準夜診療や救急医療体制の充実など地域保健医療の充実に取り組みます。 

また、国や東京都と連携し、新型インフルエンザ等の新感染症に対する適正な対応を図ります。 

 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
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●関連する計画等 
武蔵村山市第二次健康増進計画・第二次食育推進計画（計画期間：平成２９年度から平成３３年度まで） 

武蔵村山市新型インフルエンザ等対策行動計画（平成２７年３月改定） 

武蔵村山市業務継続計画（新型インフルエンザ等編）（平成２８年３月改定） 

 

 

●施策の内容 
(1) 地域医療体制の整備 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①人材の育成 保健サービスの高度化と需要の

増大に対応するため、保健師、栄養

士、歯科衛生士等の専門的人材の

資質向上に努めます。 

○保健師、栄養士、歯科衛生

士等の資質向上の推進 

健康推進課 

 

②医療機関相

互の連携強

化 

地域医療連携の充実に努め、質

の高い医療サービスの提供と医療

資源の有効活用により、地域医療の

向上を図ります。 

○医師会等関係機関との連携 健康推進課 

 

③プライマリケ

アの推進 

「かかりつけ医」「かかりつけ歯科

医」づくりの推進に努めるとともに、

医師会等関係機関の協力を得て、

総合的・継続的な診療の充実を図り

ます。 

○総合医の充実、推進 健康推進課 

 

 

(2) 救急情報の活用 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

救急情報の活

用 

高齢者や障害のある人の安全・

安心を確保するため、かかりつけ

医や服薬内容などの医療情報を入

れた容器「救急医療情報キット」

を配布し、その情報を救急医療に

生かします。 

○救急医療情報キットの配布 高齢福祉課・ 

障害福祉課 

 

(3) 救急体制の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①搬送体制の

充実 

災害時等に多発する救命救急需

要に対処するため、東京都に対し、

災害時における搬送体制の充実を

要請するとともに、       

                

○救急搬送体制の充実要請 

○消防団女性部による救急救

命技術の普及 

◎防災士養成研修の開催 

【再掲】 

健康推進課 

防災安全課 

●関連する計画等 
武蔵村山市第二次健康増進計画・第二次食育推進計画（計画期間：平成 29年度から令和 3年度まで） 

武蔵村山市新型インフルエンザ等対策行動計画（平成 27年 3月改定） 

武蔵村山市業務継続計画（新型インフルエンザ等編）（平成 28年 3月改定） 

 

 

●施策の内容 
(1) 地域医療体制の整備 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①人材の育成 保健サービスの高度化と需要の

増大に対応するため、保健師、栄養

士、歯科衛生士等の専門的人材の

資質向上に努めます。 

○保健師、栄養士、歯科衛生

士等の資質向上の推進 

健康推進課・ 

子ども子育て支援

課 

②医療機関相

互の連携強

化 

地域医療連携の充実に努め、質

の高い医療サービスの提供と医療

資源の有効活用により、地域医療の

向上を図ります。 

○医師会等関係機関との連携 健康推進課・ 

子ども子育て支援

課 

 

③プライマリケ

アの推進 

「かかりつけ医」「かかりつけ歯科

医」づくりの推進に努めるとともに、

医師会等関係機関の協力を得て、

総合的・継続的な診療の充実を図り

ます。 

○総合医の充実、推進 健康推進課・ 

子ども子育て支援

課 

 

 

(2) 救急情報の活用 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） （削除） （削除） 

 

(2)救急体制の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①搬送体制の

充実 

災害時等に多発する救命救急需

要に対処するため、東京都に対し、

災害時における搬送体制の充実を

要請するとともに、消防団におい

て応急手当普及員を養成し、指導

○救急搬送体制の充実要請 

○消防団による救急救命技術

の普及 

◎消防団員の応急手当普及員

の養成 

健康推進課 

防災安全課 
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             市

民への救命救急技術の普及に努め

ます。 

②救急医療の

推進 

診療時間外（夜間・休日）の急病

で、緊急の医療を必要とする患者

に対応するため、市医師会や救急

医療機関と連携し、第一次救急医

療を推進するとともに、交通事故

等によるけが、入院や緊急手術が

必要な重症患者に対応するため、

救急医療機関との連携を推進しま

す。 

○救急医療機関との連携 

○休日・休日準夜診療事業の

実施 

 

健康推進課 

 

(4) 感染症予防対策の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①感染症予防

対策の充実 

感染症予防のための各種予防接

種等を実施するとともに、予防接

種情報システムを運用し、接種率

の向上を図ります。また、新型イ

ンフルエンザ等の新感染症につい

て、正しい知識の普及啓発と医療

体制の充実を図ります。 

○予防接種事業の拡充 

◎予防接種情報システムの活

用 

○感染症についての啓発活動 

○新感染症に対応する医療体

制の充実 

健康推進課 

②新感染症対

策 

 

平成 27年 3月に改定した「新型

インフルエンザ等対策行動計画」

に基づき、国や東京都と連携し、

状況に応じた措置対応に努めると

ともに、業務継続計画を改定し、

大流行時においても、市民生活に

直結する事業の執行に影響が生じ

ないよう、優先すべき事業を定め、

必要な人員を確保します。 

 

○業務継続計画の改定 健康推進課 

③高度安全実

験室の安全

な施設運営

の要望 

 

国立感染症研究所村山庁舎のＢ

ＳＬ４施設については、万全の安

全対策や当該施設の市外適地への

移転について引き続き要望しま

す。 

また、国立感染症研究所村山庁

舎施設運営連絡協議会へ引き続き

市職員を派遣し、施設運営につい

ての確認を行います。 

○万全の安全対策と施設移転

の要望 

◎関係機関との情報共有・連

絡体制の確立 

企画政策課 

できる人材を増やすことで、市民

への救命救急技術の普及に努めま

す。 

②救急医療の

推進 

診療時間外（夜間・休日）の急病

で、緊急の医療を必要とする患者

に対応するため、市医師会や救急

医療機関と連携し、第一次救急医

療を推進するとともに、交通事故

等によるけが、入院や緊急手術が

必要な重症患者に対応するため、

救急医療機関との連携を推進しま

す。 

○救急医療機関との連携 

○休日・休日準夜診療事業の

実施 

 

健康推進課 

 

(3) 感染症予防対策の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①感染症予防

対策の充実 

感染症予防のための各種予防接

種等を実施するとともに、予防接

種情報システムを運用し、接種率

の向上を図ります。また、新型イ

ンフルエンザ等の新感染症につい

て、正しい知識の普及啓発と医療

体制の充実を図ります。 

○予防接種事業の拡充 

○予防接種情報システムの活

用 

○感染症についての啓発活動 

○新感染症に対応する医療体

制の充実 

健康推進課 

②新感染症対

策 

 

平成 27年 3月に改定した「新型

インフルエンザ等対策行動計画」

及び「業務継続計画（新型インフ

ルエンザ等編）」に基づき、国や東

京都と連携し、状況に応じた措置

対応に努め、感染症予防対策を講

じながらも、市民生活に直結する

事業の執行に影響が生じないよ

う、優先すべき事業を定め、必要

な人員を確保します。 

◎新型コロナウイルス感染症

への対応 

健康推進課・ 

関係各課 

③高度安全実

験室の安全

な施設運営

の要望 

 

国立感染症研究所村山庁舎のＢ

ＳＬ４施設については、万全の安

全対策や当該施設の市外適地への

移転について引き続き要望しま

す。 

また、国立感染症研究所村山庁

舎施設運営連絡協議会へ引き続き

市職員を派遣し、施設運営につい

ての確認を行います。 

○万全の安全対策と施設移転

の要望 

○関係機関との情報共有・連

絡体制の確立 

企画政策課 
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●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 応急手当普及員資格取得者数 5 人(H26) 10 人以上(H32) 

指標 2 予防接種、結核検診の実施者数 
22,969 人/年(H26) 

（前期計画）12,918 人 

24,000 人/年(H32) 

（前期計画）14,000 人 
 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 応急手当普及員資格取得者数 7人(R1) 25人(R7) 

指標 2 予防接種、結核検診の実施者数 21,820人/年(H30) 24,000人/年(R7) 
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現行基本計画 次期基本計画案 

４ 社会保障制度 
●現状と課題 
《国民健康保険》 

国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤をなす制度として非常に重要な役割を担っています。 

しかしながら、現状は、高齢化の進展、医療の高度化等により被保険者一人当たりの医療費が年々増加して

いく傾向にあること、税負担能力の比較的低い層を抱える構造であることなどにより、その事業運営は大変厳し

く、毎年度一般会計からの多額の繰入れによって収支の均衡を保っている状況にあります。 

 

今後も、一層厳しい事業運営を迫られることが予想されており、国民健康保険制度を持続可能な制度として

安定的に運営していく      ため、適宜適切な国民健康保険税の見直し及び収納率の向上を図るとともに、

レセプトデータ及び特定健康診査データの分析に基づき、本市の地域特性及び被保険者の健康課題を把握

し、効果的な生活習慣病等の予防対策等を実施することで、医療費の適正化を図る必要があります。 

 

 

 

また、国民健康保険制度の安定化を図ることを目的に、平成 30 年度から、その財政運営の責任主体を東

京都とし、市との共同運営とする制度改正が行われるため、的確に対応する準備を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 社会保障制度 
●現状と課題 
《国民健康保険》 

国民健康保険制度は、国民皆保険の基盤をなす制度として非常に重要な役割を担っています。  

平成３０年度に行われた国民健康保険制度改革により、国民健康保険の財政運営の責任主体が東京都とな

り、制度の安定化が図られましたが、高齢化の進展、医療の高度化等により被保険者一人当たりの医療費が

年々増加していく傾向にあること、税負担能力の比較的低い層を抱える構造であることなどにより、その事業運

営は大変厳しく、毎年度一般会計からの多額の繰入れによって収支の均衡を保っている状況にあります。 

今後も、一層厳しい事業運営を迫られることが予想されており、国民健康保険制度を持続可能な制度として

安定的に運営していく必要があることから、国保財政健全化計画に基づき、令和１１年度を目途に一般会計から

の赤字繰入金を解消するため、適宜適切な国民健康保険税を見直すとともに、有効な収納確保策を実施し、収

納率の向上を図る必要があります。また、レセプトデータ及び特定健康診査データの分析に基づき、本市の地

域特性及び被保険者の健康課題を把握し、特定健康診査の受診率の向上に資する取組等を実施することによ

り、生活習慣病等の早期発見・重症化予防に努めるとともに、効果的・効率的な保健事業を実施し、医療費の適

正化を図る必要があります。 

 

 

 

図 2－7 国民健康保険加入者割合の推移 

 

グラフ作成中 
（各年度 3月 31日現在） 

出典 保険年金課資料 

 

 

 

年度 

加入者 加入率 

人口 

（人） 

世帯数 

（世帯） 

被保険者数 

（人） 

世帯数 

（世帯） 

被保険者 

（％） 

世帯 

（％） 

平成 22 年度 24,709 12,963 34.5 44.3 71,625 29,240 

平成 23 年度 24,796 13,080 34.5 44.2 71,896 29,592 

平成 24 年度 24,534 13,095 34.1 44.0 71,975 29,761 

平成 25 年度 23,937 12,938 33.2 43.0 71,991 30,086 

平成 26 年度 23,256 12,751 32.3 42.0 71,984 30,354 

平成 27 年度 21,949 12,320 30.4 40.1 72,165 30,719 

平成 28 年度 20,106 11,595 27.8 37.3 72,275 31,084 

平成 29 年度 18,770 11,052 25.9 35.1 72,510 31,445 

平成 30 年度 17,791 10,712 24.6 33.8 72,443 31,688 

令和元年度 集計中 
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《後期高齢者医療制度》 

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を中心に国民医療費が増大する中、国民皆保険を維持し医療保

険を将来にわたり維持可能なものとしていくため、高齢社会に対応した仕組みとして高齢者と現役世代

の負担を明確化するため、原則 75 歳以上を対象に平成 20 年度から新たな医療制度として創設された

ものであり、都内全ての区市町村が加入している「東京都後期高齢者医療広域連合」によって制度が運

営されています。 

今後も、多くの高齢者が健康を維持できるよう、本制度の円滑な事務処理を推進するとともに、健康

診査の受診率を向上させる必要があります。 

 

 

 

《国民年金》 

国民年金の運営は、「世代と世代の支え合い」という相互扶助を基本としており、その費用は、全ての加

入者が保険料を公平に負担することによって賄われています。 

国民年金制度は、更なる高齢化の進展が確実な中で老後の生活の基本的部分を支えるものとして重要な

制度であることから、市民が安心して生活が続けられるよう、特に若年者層への制度の周知をより一層推

進していく必要があります。 

また、国民年金保険料の納付が困難な被保険者については、関係機関と連携を図りながら、保険料の免

除や納付猶予制度の周知及び一層の充実を図っていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《後期高齢者医療制度》 

後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を中心に国民医療費が増大する中、国民皆保険を維持し医療保

険を将来にわたり維持可能なものとしていくため、高齢社会に対応した仕組みとして高齢者と現役世代

の負担を明確化するため、原則 75 歳以上を対象に平成 20 年度から新たな医療制度として創設された

ものであり、都内全ての区市町村が加入している「東京都後期高齢者医療広域連合」によって制度が運

営されています。 

今後も、多くの高齢者が健康を維持できるよう、本制度の円滑な事務処理を推進するとともに、健康

診査の受診率を向上させる必要があります。 

また、高齢者の心身の多様な課題に対応したきめ細やかな支援を行うため、高齢者の保健事業と介護

予防事業を一体的に運用するための検討を行い、事業を実施していく必要があります。 

 

《国民年金》 

国民年金の運営は、「世代と世代の支え合い」という相互扶助を基本としており、その費用は、全ての加

入者が保険料を公平に負担することによって賄われています。 

国民年金制度は、更なる高齢化の進展が確実な中で老後の生活の基本的部分を支えるものとして重要な

制度であることから、市民が安心して生活が続けられるよう、特に若年者層への制度の周知をより一層推

進していく必要があります。 

また、国民年金保険料の納付が困難な被保険者については、関係機関と連携を図りながら、保険料の免

除や納付猶予制度の周知及び一層の充実を図っていく必要があります。 

 

図 2-8 国民年金加入者の推移 

 

 

グラフ作成中 
 

 

年度 
第 1号被保険者 

第 3号被保険者 加入者合計 受給権者数 
強制加入者 任意加入者 

平成 2 7 年度 11,136 184 5,804 17,124 16,990 

平成 2 8 年度 10,747 127 5,106 15,980 17,432 

平成 2 9 年度 10,245 118 5,120 15,483 19,948 

平成 3 0 年度 9,982 94 5,023 15,099 18,314 

令 和 元 年 度 集計中 

出典 保険年金課資料 
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●基本方針 
国民健康保険制度については、レセプトデータ及び特定健康診査データの分析を行い医療費の適正化を図ると

ともに、国民健康保険税の適正な賦課をすることにより、国民健康保険事業の財政の健全化に努めます。 

後期高齢者医療制度については、制度に対する理解を図り、健康診査の受診率の向上に努めます。国民年金制

度については、制度に対する理解と未加入者の加入促進を図り、制度の充実を図るため、関係機関との連携強化に

努めます。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
第２期武蔵村山市特定健康診査等実施計画（計画期間：平成２５年度から平成２９年度まで） 

武蔵村山市国民健康保険データヘルス計画（計画期間：平成２７年度から平成２９年度まで） 

 

●基本方針 
国民健康保険制度については、レセプトデータ及び特定健康診査データの分析を行い医療費の適正化を図ると

ともに、国民健康保険税の適正な賦課をすることにより、国民健康保険事業の財政の健全化に努めます。 

後期高齢者医療制度については、制度に対する理解を図り、健康診査の受診率の向上に努めます。国民年金制

度については、制度に対する理解と未加入者の加入促進を図り、制度の充実を図るため、関係機関との連携強化に

努めます。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市国民健康保険 第三期特定健康診査等実施計画・第二期データヘルス計画（計画期間：平成 30

年度から令和 5年度まで） 
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●施策の内容 
(1) 国民健康保険 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①保健事業の

推進 

国民健康保険制度に対する被保

険者の認識を深めるとともに、健康

管理に対する自覚と意識の高揚を

図るため、広報紙、パンフレット等に

より、制度の趣旨、内容等を広く周

知します。また、健康管理の促進、

疾病予防等を目的としたパネル展等

を引き続き実施するとともに、40 歳

以上の被保険者の人間ドック及び脳

ドック費用の一部助成を実施しま

す。 

○広報紙、パンフレット等による

制度の周知 

○パネル展の実施 

◎人間ドック等費用の一部助成 

保険年金課 

②国民健康保

険税の適正

賦課 

                       

                       

    負担の公平化の観点に基

づいた国民健康保険税の適正賦課

を図り、財源の確保に努めます。 

 

○適正な国民健康保険税の賦

課 

保険年金課 

③国民健康保

険税収納率

の向上 

国民健康保険税の口座振替を推

進するため、マルチペイメントネットワ

ークを活用した口座振替受付サービ

スによる収納率の向上に努めます。 

収納対策の強化の一環として、職

員が行っている電話による納付催告

事務を、システムを利用した自動電

話催告方式に切り替えることを視野

に入れ、滞納事案のより効率的な処

理の促進を進め、国民健康保険税

の確保を図ります。             

   

納付方法の多様化については、

納税者の利便性及び収納率の向上

を図るため、ネットバンキングやモバ

イルバンキング及び金融機関のＡＴ

Ｍで納付ができる仕組み         

                 の導

入について検討を行います。 

 

 

○口座振替の推進 

◎収納対策の強化 

○コンビニエンスストア収納の

運用 

 

○納付方法の多様化の検討 

 

収納課 

 

収納課・会計課 

 

 

収納課・ 

文書情報課・ 

会計課 

 

●施策の内容 
(1) 国民健康保険 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

（他の項目と統

合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（他の項目と統合） （他の項目と統合） （他の項目と統合） 

①国民健康保

険税の適正

賦課 

国保財政健全化計画に基づき、

計画的に保険税の見直しを行いま

す。 

また、負担の公平化の観点に基

づいた国民健康保険税の適正賦課

を図り、財源の確保に努めます。 

○適正な国民健康保険税の賦

課 

保険年金課 

②国民健康保

険税収納率

の向上 

国民健康保険税の口座振替を推

進するため、マルチペイメントネットワ

ークを活用した口座振替受付サービ

スによる収納率の向上に努めます。 

収納対策の強化の一環として、文

書催告や自動電話催告システムを

効率的に行い、滞納事案の早期解

決に努め、市税等の確保を図りま

す。 

さらに、文書催告については、新

規にシステム改修を図り、納付書付

催告書の導入について検討を行い

ます。 

納付方法の多様化については、

納税者の利便性及び収納率の向上

を図るため、ネットバンキングやモバ

イルバンキング及び金融機関のＡＴ

Ｍで納付ができる仕組みやスマート

フォン決済アプリによる納付等の導

入について検討を行います。 

 

○口座振替の推進 

○収納対策の強化 

○コンビニエンスストア収納の

運用 

 

○納付方法の多様化の検討 

 

収納課 

 

収納課・会計課 

 

 

収納課・ 

文書法制課・ 

会計課 
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④資格・給付

の適正化 

 

資格の取得及び喪失時の早期届

出を広報紙等により市民に広く周知

するほか、レセプト点検事務の強化

を図り、不正、不当利得及び第三者

行為の発見に努めるなど、給付の適

正化に努めます。 

 

 

○レセプト点検事務の充実 

       

保険年金課 

⑤医療費の適

正化 

生活習慣病の早期発見・予防に

資する特定健康診査・特定保健指

導を実施するとともに、特定健康診

査の受診率の向上に努めます。 

また、 

レセプトデータ及び特定健康診査

データの分析に基づき、本市の地域

特性及び被保険者の健康課題を把

握し、効果的な生活習慣病等の予

防対策等を実施します。あわせて、

患者負担の軽減、医療保険財政の

改善に資する後発医薬品（ジェネリ

ック医薬品）の使用を促進します。 

 

○特定健康診査、特定保健指

導の実施 

○特定健康診査受診率の向上 

◎生活習慣病等の予防対策等

の実施 

○後発医薬品希望カードの配

布 

○後発医薬品の使用促進 

      

      

保険年金課・ 

健康推進課 

 

 

 

 

 

保険年金課 

 

⑥制度の充実

要請 

国や東京都に対して、国民健康

保険事業への財政措置の充実等を

要請します。 

        

 

 

○関係機関への要請 保険年金課 

⑦制度改正へ

の対応 

制度改正の動向を的確に把握

し、制度が見直される場合には、市

民に混乱が生じることのないよう、適

切に準備を進め、市民への情報提

供を行います。 

○制度改正への準備 

○市民への情報提供 

 

保険年金課 

 

(2) 後期高齢者医療制度 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①制度の周知 後期高齢者医療制度について、

広報紙で周知し、相談業務の充実

に努めます。また、疾病の予防推

進及び早期発見につなげるため、

人間ドック及び脳ドック費用の一

部助成を実施します。 

○相談業務の充実 

◎人間ドック等費用の一部助

成【再掲】 

 

保険年金課 

③資格・給付

の適正化 

 

資格の取得及び喪失時の早期届

出を広報紙等により市民に広く周知

するほか、オンライン資格確認の導

入により資格及び医療機関からの保

険給付費の請求の適正化を図るとと

もに、レセプト点検においてＡＩ及び

ＲＰＡを導入し、不正、不当利得及

び第三者行為の発見に努めます。 

○レセプト点検事務の充実 

○広報紙、パンフレット等による

制度の周知 

保険年金課 

④医療費の適

正化 

 

 

 

 

 

レセプトデータ及び特定健康診査

データの分析に基づき、本市の地域

特性及び被保険者の健康課題を把

握し、特定健康診査の受診率等の

向上に資する取組等を実施すること

で、生活習慣病等の早期発見、重

症化予防に努めるとともに、効果的

かつ効率的な保健事業を実施し、医

療費の適正化を図ります。 

○特定健康診査、特定保健指

導の実施 

 

○生活習慣病等の重症化予防

対策等の充実 

○後発医薬品希望カードの配

布 

○後発医薬品の利用促進 

○パネル展の実施 

○人間ドック等費用の一部助成 

保険年金課・ 

健康推進課 

 

 

 

 

 

保険年金課 

 

⑤制度の充実

要請 

国や東京都に対して、国民健康

保険事業への財政措置の充実等を

要請するとともに、多子世帯への国

民健康保険税の減免制度等を設け

るよう働きかけます。 

 

○関係機関への要請 保険年金課 

⑥制度改正へ

の対応 

制度改正の動向を的確に把握

し、制度が見直される場合には、市

民に混乱が生じることのないよう、適

切に準備を進め、市民への情報提

供を行います。 

○制度改正への準備 

○市民への情報提供 

 

保険年金課 

 

(2) 後期高齢者医療制度 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①制度の周知 後期高齢者医療制度について、

広報紙で周知し、相談業務の充実

に努めます。また、疾病の予防推

進及び早期発見につなげるため、

人間ドック及び脳ドック費用の一

部助成を実施します。 

○相談業務の充実 

○人間ドック等費用の一部助

成【再掲】 

 

保険年金課 
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②広域連合と

の適正な情

報連携 

後期高齢者医療制度に加入して

いる被保険者に関する情報を適正

に管理するため、広域連合との連

携を強化します。 

○広域連合との情報連携 保険年金課 

③健康診査の

実施 

高齢者の健康増進を図るため、

健康診査を実施するとともに、受

診率の向上に努めます。 

○健康診査の実施 

○健康診査受診率の向上 

保険年金課・ 

健康推進課 

 

 

 

 

 

   

 

(3) 国民年金 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①制度の普及

啓発 

国民年金事業の円滑な運営と制

度の安定を図るため、その趣旨の

普及啓発を図ります。 

○国民年金制度の普及啓発 保険年金課 

②相談業務の

充実 

市民が国民年金制度を正しく理

解し、適正な年金給付が受けられ

るよう、日本年金機構との緊密な

連携の下、市民の受給権の確保に

努めます。 

○相談業務の充実 保険年金課 

③未加入者の

加入促進 

日本年金機構との連携を密に

し、未加入者の把握に努め、加入

を促進します。 

○国民年金制度の普及啓発

【再掲】 

保険年金課 

④保険料納付

推奨の促進 

市民の年金受給権確保のため、

保険料納付の必要性について、広

報活動の強化に努めます。 

○保険料納付推奨の促進 保険年金課 

⑤保険料免除

及び学生納

付特例制度

の活用 

保険料納付困難者の受給権を確

保するため、保険料免除制度及び

学生納付特例の周知と利用促進に

努めます。 

○保険料免除制度等の周知 保険年金課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 特定健康診査受診率 
46.9％(H26) 

（前期計画）42.2％ 

60.0％(H32) 

（前期計画）80％ 

指標 2 
一人当たり医療費の東京都区市町村(62 

区市町村)における順位 
18 位(H26) 東京都平均以下(H32) 

 

②広域連合と

の適正な情

報連携 

後期高齢者医療制度に加入して

いる被保険者に関する情報を適正

に管理するため、広域連合との連

携を強化します。 

○広域連合との情報連携 保険年金課 

③健康診査の

実施 

高齢者の健康増進を図るため、

健康診査を実施するとともに、受

診率の向上に努めます。 

○健康診査の実施 

○健康診査受診率の向上 

保険年金課・ 

健康推進課 

④高齢者の保

健事業と介

護予防の一

体的な実施 

高齢者の心身の多様な課題に対

応したきめ細やかな支援を行うた

め、高齢者の保健事業と介護予防

事業を一体的に実施するため検討

し、必要な事業を実施します。 

◎事業の検討、実施 保険年金課・ 

高齢福祉課・ 

健康推進課 

 

(3) 国民年金 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①制度の普及

啓発 

国民年金事業の円滑な運営と制

度の安定を図るため、その趣旨の

普及啓発を図ります。 

○国民年金制度の普及啓発 保険年金課 

②相談業務の

充実 

市民が国民年金制度を正しく理

解し、適正な年金給付が受けられ

るよう、日本年金機構との緊密な

連携の下、市民の受給権の確保に

努めます。 

○相談業務の充実 保険年金課 

③未加入者の

加入促進 

日本年金機構との連携を密に

し、未加入者の把握に努め、加入

を促進します。 

○国民年金制度の普及啓発

【再掲】 

保険年金課 

④保険料納付

推奨の促進 

市民の年金受給権確保のため、

保険料納付の必要性について、広

報活動の強化に努めます。 

○保険料納付推奨の促進 保険年金課 

⑤保険料免除

及び学生納

付特例制度

の活用 

保険料納付困難者の受給権を確

保するため、保険料免除制度及び

学生納付特例の周知と利用促進に

努めます。 

○保険料免除制度等の周知 保険年金課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 特定健康診査受診率 
Ｒ2.10に数値判明 60.0％(R7) 

指標 2 
一般会計からの国保財政への繰入金の

削減額 

Ｒ2.8に数値判明 ２億６千万円 

（R3から R7の累計） 

指標 3 後発医薬品の利用率 Ｒ2.9に数値判明 調整中です 
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現行基本計画 次期基本計画案 

第３節 福祉 

１ 高齢者福祉 
●現状と課題 

本市の高齢化率は、平成 28 年 1 月 1 日現在で、24.6％となっています。高齢者人口は今後も増加を続け、

計画の目標年度である平成 32 年度には、約 20,000 人となり、人口全体の 25％以上を占めることが予想されま

す（図 2-9参照）。 

また、核家族化も進展しており、平成 18年から平成 28年まで 10 年間で、高齢者のひとり暮らし世帯は 1,995

世帯から 3,750 世帯へと 1.9 倍に増加し、二人以上の高齢者のみの世帯も 1,964 世帯から 3,545 世帯へと 1.8

倍に増加しています。高齢者のいる世帯のうち 6 割を超える世帯が高齢者のひとり暮らし又は高齢者のみの世

帯となっています。 

平成 27 年 10 月末現在の要支援・要介護認定者は 2,571 人で、介護給付サービスの利用者（要介護 1～5）

は 1,762人、予防給付サービスの利用者（要支援 1,2）は 446人で合計 2,208人となっています（図 2-10参照）。 

高齢化や核家族化の進展に伴い要介護や認知症の高齢者が増加するなか、在宅の高齢者を抱える家庭の

負担は増加しています。また、増加傾向にある介護需要に対応するため、事業者による介護人材の確保に向け

た取組を支援する必要があります。 

このような状況の中、本市においても、高齢者ができる限り要支援・要介護状態にならない、あるいは重度化

しないよう、様々な介護予防事業を推進しています。 

今後も、高齢者が在宅で安心して生活を継続していくため、ボランティアなど地域の資源を活用し、家庭で介

護を担う家族を支援する施策を充実するとともに、家庭、地域と市が連携し、協力して、高齢者が住み慣れた地

域で、健康で自立した生活が継続できるように、高齢者の在宅生活を適切に支援する仕組み（地域包括ケアシ

ステム）を構築する必要があります。 

さらに、市民一人一人が、高齢期になっても健康な生活を長く続け、介護を受ける状態にならないよう、地域と

連携した生きがい活動や社会参加、介護予防等に取り組む必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 福祉 

１ 高齢者福祉 
●現状と課題 

本市の高齢化率は、令和 2 年 1 月 1 日現在で、26.2％となっています。高齢者が市の人口の 25％以上を占

めており、今後も上昇することが予想されます（図 2-9参照）。 

 

また、核家族化も進展しており、平成 18年から平成 28年まで 10 年間で、高齢者のひとり暮らし世帯は 1,995

世帯から 3,750 世帯へと 1.9 倍に増加し、二人以上の高齢者のみの世帯も 1,964 世帯から 3,545 世帯へと 1.8

倍に増加しています。高齢者のいる世帯のうち 6 割を超える世帯が高齢者のひとり暮らし又は高齢者のみの世

帯となっています。 

令和元年 10月末現在の要支援・要介護認定者は 2,898人で、介護給付サービスの利用者（要介護 1～5）は

2,136人、予防給付サービスの利用者（要支援 1,2）は 353人で合計 2,489人となっています（図 2-10参照）。 

高齢化や核家族化の進展に伴い要介護や認知症の高齢者が増加するなか、在宅の高齢者を抱える家庭の

負担は増加しています。また、増加傾向にある介護需要に対応するため、事業者による介護人材の確保に向け

た取組を支援する必要があります。 

このような状況の中、本市においても、高齢者ができる限り要支援・要介護状態にならない、あるいは重度化し

ないよう、様々な介護予防事業を推進しています。 

今後も、高齢者が在宅で安心して生活を継続していくため、ボランティアなど地域の資源を活用し、家庭で介

護を担う家族を支援する施策を充実するとともに、家庭、地域と市が連携し、協力して、高齢者が住み慣れた地

域で、健康で自立した生活が継続できるように、高齢者の在宅生活を適切に支援する仕組み（地域包括ケアシ

ステム）を充実させる必要があります。 

さらに、市民一人一人が、高齢期になっても健康な生活を長く続け、介護を受ける状態にならないよう、地域と

連携した生きがい活動や社会参加、介護予防等に取り組む必要があります。 

 

図 2-9 高齢者（65 歳以上）人口比率の推移 

グラフ作成中 

年 高齢化率（％） 
 

年 高齢化率（％） 

平成 23年 20.6 
 

28 24.6 

24 21.2 
 

29 25.3 

25 21.8 
 

30 25.6 

26 22.8 
 

31 26.0 

27 23.9 
 

令和 2年 26.2 

出典 高齢福祉課資料 

 

 

 

記載内容について、調整中です。 
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●基本方針 
高齢化の進展を踏まえ、在宅サービスや施設サービスの充実を図るとともに、元気な高齢者が生きがいを持って

生活が続けられるよう、介護予防などを推進するほか、様々な形での社会参加の機会を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-10 要介護認定者数の推移                                   （各年 10月 31日現在） 

グラフ作成中 

年 要支援１ 要支援２ 要支援計 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 要介護計 総計 

平成 

22年 
261 203 464 288 352 241 288 215 1,384 1,848 

23 287 228 515 324 368 262 263 200 1,417 1,932 

24 327 242 569 385 395 276 264 205 1,525 2,094 

25 352 278 630 416 387 314 290 218 1,625 2,255 

26 386 322 708 391 401 305 304 251 1,652 2,360 

27 387 349 736 468 450 302 331 284 1,835 2,571 

28 391 370 761 499 482 337 349 261 1,928 2,689 

29 403 355 758 517 480 353 373 265 1,988 2,746 

30 390 357 747 568 440 394 373 263 2,038 2,785 

令和 

元年 
428 393 821 598 453 392 354 280 2,077 2,898 

出典 高齢福祉課資料 

 

 

 

●基本方針 
高齢化の進展を踏まえ、在宅サービスや施設サービスの充実を図るとともに、元気な高齢者が生きがいを持って生

活が続けられるよう、介護予防などを推進するほか、様々な形での社会参加の機会を充実します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第三次高齢者福祉計画・第六期介護保険事業計画（計画期間：平成 27年度から平成 29年度ま

で） 

 

 

●施策の内容 
(1) 介護保険サービスの充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①介護保険事

業の推進 

全ての高齢者が住み慣れた地域

で安心して、その人らしく豊かな生

活を送れるよう、相談窓口の整備や

在宅等での生活の支援を行います。 

また、高齢者在宅サービスセンタ

ーの今後の在り方について検討を

行います。 

○各種介護保険サービスの提

供 

◎高齢者在宅サービスセンタ

ーの在り方の検討 

高齢福祉課 

 

②高齢者福祉

施設の整備 

在宅での介護が困難な高齢者が

身近な施設を利用できるよう、特別

養護老人ホーム等の入居希望者の

○老人福祉施設の整備助成 高齢福祉課 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第四次高齢者福祉計画・第七期介護保険事業計画（計画期間：平成 30 年度から令和 2 年度ま

で） 

 

 

●施策の内容 
(1) 介護保険サービスの充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①介護保険事

業の推進 

全ての高齢者が住み慣れた地域

で安心して、その人らしく豊かな生

活を送れるよう、相談窓口の整備や

在宅等での生活の支援を行います。 

 

 

 

○各種介護保険サービスの提

供 

 

 

◎高齢者福祉計画及び介護保

険事業計画の見直し 

高齢福祉課 

 

②高齢者福祉

施設の整備 

在宅での介護が困難な高齢者が

身近な施設を利用できるよう、特別

養護老人ホーム等の入居希望者の

○老人福祉施設の整備助成 高齢福祉課 
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状況把握に努めるとともに、民間活

力を導入しながら、老人福祉施設の

整備を促進します。また、社会的援

護を必要とする高齢者の増加に伴

い、地域の中で生活ができるよう地

域密着型サービスの充実を図りま

す。 

③地域包括ケ

アシステム

の体制整備 

高齢者が住み慣れた地域で生活

を継続していけるよう、市、地域包括

支援センター、医療機関、介護サー

ビス事業所、地域住民等の連携強

化を図ります。 

また、新しい介護予防・日常生活

支援総合事業の実施に当たって、

地域包括支援センター等に、地域ニ

ーズの把握や既存資源を活用しな

がらサービス開発を行う生活支援コ

ーディネーターを配置し、生活支援

体制の整備を図ります。 

○地域ケア会議の開催 

◎在宅医療・介護連携支援セ

ンターの設置 

◎生活支援コーディネーターの

配置 

◎基幹的地域包括支援センタ

ーの運営方法の検討 

高齢福祉課 

 

④公正・迅速

な介護認定 

 

介護認定審査会委員や認定調査

員の研修等により適切な人材を確保

し、合議体ごとの審査判定の平準化

を図るとともに、認定審査会を効率

的かつ適正に運営し、迅速な判定

が行われるよう努めます。 

○介護認定審査会の運営 高齢福祉課 

 

 

(2) 高齢者福祉サービスの充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①生活の安定

と居住環境

等の整備 

高齢者が積極的に外出し、地域

活動への参加を促進するため、高

齢者の特性に配慮した道路、公園、

公共施設の改善・整備を促進しま

す。 

また、生活援助員による生活相

談や安否確認、一時家事援助、緊

急時の対応などの日常生活援助サ

ービスを備えた高齢者向け賃貸住

宅（シルバーピア）の適正な運営

に努めます。 

○高齢者の特性に配慮した公

共施設の整備 

○都営村山団地シルバーピア

の運営 

関係各課 高齢福

祉課 

②権利擁護の

推進 

認知症高齢者、要支援・要介護

者等が地域で安心して生活を送れ

○権利擁護事業の利用促進 地域福祉課 

状況把握に努めるとともに、民間活

力を導入しながら、老人福祉施設の

整備を促進します。また、社会的援

護を必要とする高齢者の増加に伴

い、地域の中で生活ができるよう地

域密着型サービスの充実を図りま

す。 

③地域包括ケ

アシステム

の体制整備 

高齢者が住み慣れた地域で生活

を継続していけるよう、市、地域包括

支援センター、医療機関、介護サー

ビス事業所、地域住民等の連携強

化を図ります。 

また、新しい介護予防・日常生活

支援総合事業の実施に当たって、

地域包括支援センター等に、地域ニ

ーズの把握や既存資源を活用しな

がらサービス開発を行う生活支援コ

ーディネーターを配置し、生活支援

体制の整備を図ります。 

○地域ケア会議の開催 

○在宅医療・介護連携支援セ

ンターの運営 

○生活支援コーディネーターの

配置 

○基幹的地域包括支援センタ

ーの運営方法の検討 

高齢福祉課 

 

④公正・迅速

な介護認定 

 

介護認定審査会委員や認定調査

員の研修等により適切な人材を確保

し、合議体ごとの審査判定の平準化

を図るとともに、認定審査会を効率

的かつ適正に運営し、迅速な判定

が行われるよう努めます。 

○介護認定審査会の運営 高齢福祉課 

 

 

(2) 高齢者福祉サービスの充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①生活の安定

と居住環境

等の整備 

高齢者が積極的に外出し、地域

活動への参加を促進するため、高

齢者の特性に配慮した道路、公園、

公共施設の改善・整備を促進しま

す。 

また、生活援助員による生活相

談や安否確認、一時家事援助、緊

急時の対応などの日常生活援助サ

ービスを備えた高齢者向け賃貸住

宅（シルバーピア）の適正な運営

に努めます。 

○高齢者の特性に配慮した公

共施設の整備 

○都営村山団地シルバーピア

の運営 

関係各課 高齢福

祉課 

②権利擁護の

推進 

認知症高齢者、要支援・要介護

者等が地域で安心して生活を送れ

○権利擁護事業の利用促進 福祉総務課 
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 るよう、福祉サービスの利用の援

助や日常的な金銭管理等を行う地

域福祉権利擁護事業の周知及び利

用促進を図ります。 

③介護予防・

認知症対策

の充実 

高齢者が抱える閉じこもりやう

つ、孤立感等の解消に資する様々

な介護予防事業を推進し、高齢者

がいつまでも住み慣れた地域で生

活できるよう努めます。また、認

知症に対する正しい知識の普及啓

発に努め、地域での支え合いの体

制づくりを推進します。 

○各種介護予防事業の実施 

◎認知症ケアパスの作成 

◎認知症初期集中支援チーム

の設置 

高齢福祉課 

 

④敬老事業の

推進 

敬老会の開催や長寿の祝贈呈等

を通して、敬老事業を推進します。 

○敬老会の実施 

○敬老金の配布 

○満百歳祝の贈呈 

高齢福祉課 

 

 

(3) 社会参加と就労促進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①社会参加の

促進 

福祉会館や老人福祉館等を拠点

として、学習、娯楽、交流の促進と

市民講座や講習会等を開催し、高

齢者のふれあいの場の充実を図り

ます。 

また、ボランティア活動を通じ

て地域貢献や社会活動に参加する

ことにより、高齢者の健康で生き

がいのある暮らしづくりに努めま

す。 

○喜び農園の実施 

○高齢者ＩＴ事業の推進 

○介護支援ボランティア事業

の推進 

高齢福祉課 

 

②老人クラブ

への支援 

高齢者が相互に交流を深めなが

ら社会参加や自己実現、健康づく

りなどが図れるよう、老人クラブ

活動を支援し、活動の活性化を促

進します。 

○老人クラブ活動の支援 高齢福祉課 

 

③就労の促進 高齢者の働く拠点として、シル

バーワークプラザを活用し、就労

分野の拡大を図るなど、シルバー

人材センター活動の充実に努めま

す。 

○シルバー人材センター活動

の充実 

高齢福祉課 

 

 

 

 

 るよう、福祉サービスの利用の援

助や日常的な金銭管理等を行う地

域福祉権利擁護事業の周知及び利

用促進を図ります。 

③介護予防・

認知症対策

の充実 

高齢者が抱える閉じこもりやう

つ、孤立感等の解消に資する様々

な介護予防事業を推進し、高齢者

がいつまでも住み慣れた地域で生

活できるよう努めます。また、認

知症に対する正しい知識の普及啓

発に努め、地域での支え合いの体

制づくりを推進します。 

○各種介護予防事業の実施 

○認知症ケアパスの作成 

○認知症初期集中支援チーム

の運営 

高齢福祉課 

 

④敬老事業の

推進 

敬老会の開催や長寿の祝贈呈等

を通して、敬老事業を推進します。 

○敬老会の実施 

○敬老金の配布 

○満百歳祝の贈呈 

高齢福祉課 

 

 

(3) 社会参加と就労促進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①社会参加の

促進 

福祉会館や老人福祉館等を拠点

として、学習、娯楽、交流の促進と

市民講座や講習会等を開催し、高

齢者のふれあいの場の充実を図り

ます。 

また、ボランティア活動を通じ

て地域貢献や社会活動に参加する

ことにより、高齢者の健康で生き

がいのある暮らしづくりに努めま

す。 

○喜び農園の実施 

 

○介護支援ボランティア事業

の推進 

高齢福祉課 

 

②老人クラブ

への支援 

高齢者が相互に交流を深めなが

ら社会参加や自己実現、健康づく

りなどが図れるよう、老人クラブ

活動を支援し、活動の活性化を促

進します。 

○老人クラブ活動の支援 高齢福祉課 

 

③シルバー人

材センター

との連携 

高齢者の働く拠点として、シル

バーワークプラザを活用し、就労

分野の拡大を図るなど、シルバー

人材センターと連携し活動の充実

に努めます。 

○シルバー人材センター活動

の支援 

福祉総務課 
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●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 介護支援ボランティア登録者数 
149 人(H26) 

（前期計画）110 人 

500 人(H32) 

（前期計画）500 人 

指標 2 介護予防基本チェックリスト返送率 
87.0％(H26) 

（前期計画）81％ 

90.0％(H32) 

（前期計画）90％ 

指標 3 
各日常生活圏域（4 か所）における生活

支援コーディネーターの配置 

― 4 人(H32) 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 

指標等の在り方について、所管部署で調整中です。 指標 2 

指標 3 
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現行基本計画 次期基本計画案 

２ 障害者福祉 
●現状と課題 

本市における身体障害者手帳の所持者は、平成 27年 3月末現在で、2,525人となっており、平成 22年度か

ら 45 人増加しています。障害別では肢体不自由が最も多く 54.7％を占めており、障害程度別では 1 級が最も

多く 34.0％を、4級がその次で 24.0％を占めています。愛の手帳の所持者は、平成 27年 3月末現在で、559人

となっており、平成 22年度から 34人増加しています。障害程度では 4度が最も多く 49.4％を占めています。精

神障害者保健福祉手帳の所持者は、平成 27 年 3 月末現在で、519 人となっており、平成 22 年度から 112 人

増加しています。障害程度では 2 級が最も多く 55.7％を占めています（表 2-8、図 2-11 参照）。 

近年、障害者福祉を取り巻く法制度の改正や社会情勢の変化、それに伴う障害のある人のニーズが大きく変

化しています。 

平成 24 年 6 月に障害者総合支援法が成立し、その基本理念に基づき、障害のある人に対する支援、福祉

サービスの提供体制の確保など障害者施策の充実が図られ、利用者の急増によりサービス費用が増大していま

す。 

平成 25 年 6 月には、障害者差別解消法が制定され、障害のある人の日常生活や社会生活における活動

を制限し、社会参加を制約している社会的障壁を取り除き、障害者差別解消に向けた具体的な取組やノーマラ

イゼーションの理念の下、自助・共助・公助を基本としてみんなで支え合い、障害のある人もない人も、同じよう

に普通の生活ができる社会の実現を更に進めることが求められています。 

今後も、障害のある人が安心して暮らせるまちづくり、障害のある人がいきいきと社会参加することができるま

ちづくり及び支え合い、ともに生きるまちづくりを推進し、更なる施策の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 障害者福祉 
●現状と課題 

本市における身体障害者手帳の所持者は、令和元年 10月 1日現在で、2,333人となっており、平成 26年度

から 192人減少しています。障害別では肢体不自由が最も多く 51.1％を占めており、障害程度別では 1級が最

も多く 35.7％を、4 級がその次で 23.3％を占めています。愛の手帳の所持者は、令和元年 10 月 1 日現在で、

585人となっており、平成 26年度から 26人増加しています。障害程度では 4度が最も多く 55.0％を占めていま

す。精神障害者保健福祉手帳の所持者は、令和元年 10月 1日現在で、635人となっており、平成 26年度から

116人増加しています。障害程度では 2級が最も多く 55.3％を占めています（表 2-8、図 2-11 参照）。 

近年、障害者福祉を取り巻く法制度の改正や社会情勢の変化、それに伴う障害のある人のニーズが大きく変

化しています。 

平成 25年 4月に障害者総合支援法が施行され、その基本理念に基づき、障害のある人に対する支援、福祉

サービスの提供体制の確保など障害者施策の充実が図られ、利用者の急増によりサービス費用が増大していま

す。 

平成 25 年 6 月には、障害者差別解消法が制定され、障害のある人の日常生活や社会生活における活動を

制限し、社会参加を制約している社会的障壁を取り除き、障害者差別解消に向けた具体的な取組やノーマライ

ゼーションの理念の下、自助・共助・公助を基本としてみんなで支え合い、障害のある人もない人も、同じように

普通の生活ができる社会の実現を更に進めることが求められています。 

今後も、障害のある人が安心して暮らせるまちづくり、障害のある人がいきいきと社会参加することができるま

ちづくり及び支え合い、ともに生きるまちづくりを推進し、更なる施策の充実を図る必要があります。 

 

 

表 2-8 障害者（児）数の推移（障害者手帳所持者数）                  （各年度 3月 31日現在、単位：人） 

年 度 
身体障害

者合計 

     知的障害者 

（手帳所持者） 

合計 

精神障害者 

（手帳所持者） 

合計 
視覚障害 

聴覚等 

障害 

音声等 

障害 

肢体 

不自由 
内部障害 

平成 27 年度 2,364  143  224  26  1,278  693  575  543  

平成 28 年度 2,356  140  228  22  1,250  716  556  543  

平成 29 年度 2,325  144  224  23  1,219  715  561  598  

平成 30 年度 2,318  148  220  24  1,199  727  574  628  

令和元年度 2,333  150  228  25  1,192  738  585  635  

出典 障害福祉課資料 

※令和元年度については、令和元年 10月 1日時点の数値を記載 
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●基本方針 
障害のある人もない人も、社会の一員として、お互いに尊重し、支え合いながら、地域社会の中でともに暮らすこと

のできる社会づくりを推進します。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-11 障害者（児）程度割合                                （令和元年 10月 1日現在） 

 

グラフ作成中 
身体障害者 

 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計 

人数  （人） 833 371 339 543 113 134 2,333 

割合  （％） 35.7 15.9 14.5 23.3 4.8 5.7 100.0 

 

知的障害者 

 1度 2度 3度 4度 合計 

人数  （人） 35 104 124 322 585 

割合  （％） 6.0 17.8 21.2 55.0 100.0 

 

精神障害者 

 1級 2級 3級 合計 

人数  （人） 39 351 245 635 

割合  （％） 6.1 55.3 38.6 100.0 

 
●基本方針 
障害のある人もない人も、社会の一員として、お互いに尊重し、支え合いながら、地域社会の中でともに暮らすこと

のできる社会づくりを推進します。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
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●関連する計画等 
武蔵村山市第三次障害者計画・第四期障害福祉計画（計画期間：平成２７年度から平成２９年度まで） 

 

 

●施策の内容 
(1) 日常生活のための支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①自立支援給

付等の実施 

在宅での支援が必要な人に対し

ては、その生活がより充実したものと

なるよう、居宅介護（ヘルパー）、短

期入所等のサービス受給のための

支援に努めます。 

施設での支援が必要な人に対し

ては、障害種別、程度に応じた通

所、入所支援のほか、地域生活にお

いて安心して暮らすことができるよう

関係機関との連携を図りつつ、グル

ープホームの利用支援に努めます。 

就労、自立を希望する人に対して

は、訓練等給付のほか、障害者就労

支援センターを通じての支援に努め

ます。 

 

○介護給付費の支給 

○訓練等給付費の支給 

○自立支援医療費の支給 

○障害児通所給付費等の支給 

 

障害福祉課 

 

②日中活動の

場の充実 

 

障害のある人に対して、日中活動

が可能な場を提供するため、就労移

行支援、就労継続支援Ａ型、Ｂ型等

の訓練等給付費の支給、支援を行

います。 

 

○訓練等給付費の支給【再掲】 障害福祉課 

 

 

(2) 自立した社会生活のための支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①地域生活支

援事業の運

営 

障害のある人が、地域において

自立した社会生活を営むことがで

きるよう、相談支援事業、移動支

援事業、地域活動支援センターの

利用、日常生活用具の給付、手話

通訳者の派遣など、地域生活にお

いて必要なサービスの充実に努め

ます。 

○地域活動支援センターの利

用支援 

◎基幹相談支援センターの設

置の検討 

 

障害福祉課 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第四次障害者計画・第五期障害福祉計画・第一期障害児福祉計画（計画期間：平成 30年度から

令和 2年度まで） 

 

 

●施策の内容 
(1) 日常生活のための支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①自立支援給

付等の実施 

在宅での支援が必要な人に対し

ては、その生活がより充実したものと

なるよう、居宅介護（ヘルパー）、短

期入所等のサービス受給のための

支援に努めます。 

施設での支援が必要な人に対し

ては、障害種別、程度に応じた通

所、入所支援のほか、地域生活にお

いて安心して暮らすことができるよう

関係機関との連携を図りつつ、グル

ープホームの利用支援に努めます。 

就労、自立を希望する人に対して

は、訓練等給付のほか、障害者就労

支援センターを通じての支援に努め

ます。 

 

○介護給付費の支給 

○訓練等給付費の支給 

○自立支援医療費の支給 

○障害児通所給付費等の支給 

 

障害福祉課 

 

②日中活動の

場の充実 

 

障害のある人に対して、日中活動

が可能な場を提供するため、就労移

行支援、就労継続支援Ａ型、Ｂ型等

の訓練等給付費の支給、支援を行

います。 

 

○訓練等給付費の支給【再掲】 障害福祉課 

 

 

(2) 自立した社会生活のための支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①地域生活支

援事業の運

営 

障害のある人が、地域において

自立した社会生活を営むことがで

きるよう、相談支援事業、移動支

援事業、地域活動支援センターの

利用、日常生活用具の給付、手話

通訳者の派遣など、地域生活にお

いて必要なサービスの充実に努め

○地域活動支援センターの利

用支援 

○基幹相談支援センターの設

置の検討 

 

障害福祉課 
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②地域生活へ

の移行促進 

障害のある人が自立した日常生

活又は社会生活を営むことができ

るよう、施設入所者や受入条件が

整えば退院可能とされる精神障害

者に対して、グループホームの入

所支援等、地域生活への移行促進

に努めます。 

○退院促進コーディネートの

推進 

障害福祉課 

 

③地域での居

住の場の確

保 

障害のある人の生活援助を行う

身体障害者、知的障害者及び精神

障害者グループホームについて、

民間活力を導入した整備を促進し

ます。 

○グループホームの整備促進 

 

障害福祉課 

 

④権利擁護の

推進 

障害のある人が地域で安心して

生活を送れるよう、福祉サービス

の利用の援助や日常的な金銭管理

等を行う地域福祉権利擁護事業の

周知と利用促進を図ります。 

また、地域のネットワークや相

談体制強化に努め、虐待の防止や

早期発見・早期対応を図ります。 

○権利擁護事業の利用促進

【再掲】 

○虐待防止施策の推進 

 

障害福祉課 

 

 

(3) 社会的適応能力の養成 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・心身障害児

通所訓練事

業の充実 

児童福祉法に基づく児童発達支

援事業への移行を図り、心身障害

児通所訓練事業（ちいろば教室）

の充実に努めます。 

 

 

 

◎児童福祉法に基づく児童発

達支援事業への移行 

子ども育成課 

 

 

(4) 社会参加と交流の促進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①就労支援の

充実 

障害のある人の就労機会の拡大

を図るとともに、安定して働き続

けることができるように就労面と

生活面の支援を行い、自立と社会

参加の促進を図ります。 

また、障害のある人の収入増加

のための施策の検討を進めます。 

○障害者就労支援センターの

運営 

 

障害福祉課 

 

ます。 

②地域生活へ

の移行促進 

障害のある人が自立した日常生

活又は社会生活を営むことができ

るよう、施設入所者や受入条件が

整えば退院可能とされる精神障害

者に対して、グループホームの入

所支援等、地域生活への移行促進

に努めます。 

○退院促進コーディネートの

推進 

障害福祉課 

 

③地域での居

住の場の確

保 

障害のある人の生活援助を行う

身体障害者、知的障害者及び精神

障害者グループホームについて、

民間活力を導入した整備を促進し

ます。 

○グループホームの整備促進 

 

障害福祉課 

 

④権利擁護の

推進 

障害のある人が地域で安心して

生活を送れるよう、福祉サービス

の利用の援助や日常的な金銭管理

等を行う地域福祉権利擁護事業の

周知と利用促進を図ります。 

また、地域のネットワークや相

談体制強化に努め、虐待の防止や

早期発見・早期対応を図ります。 

○権利擁護事業の利用促進

【再掲】 

○虐待防止施策の推進 

 

障害福祉課 

 

 

(3) 社会的適応能力の養成 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・児童発達支

援事業所ち

いろば教室

の充実 

児童福祉法に基づく事業運営を

図ります。サービスの提供に当た

っては、個別支援計画を作成し、

障害児に対し、日常生活における

基本的な動作の習得や、集団生活

に適応できるよう、適切な児童発

達支援の充実に努めます。 

○児童発達支援事業所ちいろ

ば教室の運営 

○自主事業の充実 

子ども青少年課 

 

 

(4) 社会参加と交流の促進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①就労支援の

充実 

障害のある人の就労機会の拡大

を図るとともに、安定して働き続

けることができるように就労面と

生活面の支援を行い、自立と社会

参加の促進を図ります。 

また、障害のある人の収入増加

○障害者就労支援センターの

運営 

 

障害福祉課 
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②生活環境の

整備 

障害のある人の特性に配慮した

道路、公園、公共的な建物や民間

施設の改善・整備を促進し、障害

のある人の社会参加に向けた条件

整備に努めます。 

○住宅改善に対する助成制度

の周知 

○バリアフリーに配慮した公

共施設の整備 

障害福祉課 

 

関係各課 

③交流の促進 市や地域の行事、心身障害者・

児スポーツ教室の実施等を通じ、

障害のある人もない人も、社会の

一員として相互に尊重し、支え合

いながら、ともに生活していくこ

とができる地域社会づくりを目指

します。 

○スポーツ教室の開催 

 

○特別支援学校と市内小・中

学校の交流 

 

スポーツ振興課 

 

教育指導課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 地域生活移行者数 
1 人(H26) 

（前期計画）― 

8 人以上(H32) 

（前期計画）7 人 

指標 2 一般就労移行者数 
28 人/年(H26) 

（前期計画）24 人 

44 人以上/年(H32) 

（前期計画）30 人 

指標 3 就労移行支援利用者数 16 人/年(H26) 18 人以上/年(H32) 
 

のための施策の検討を進めます。 

②生活環境の

整備 

障害のある人の特性に配慮した

道路、公園、公共的な建物や民間

施設の改善・整備を促進し、障害

のある人の社会参加に向けた条件

整備に努めます。 

○住宅改善に対する助成制度

の周知 

○バリアフリーに配慮した公

共施設の整備 

障害福祉課 

 

関係各課 

③交流の促進 市や地域の行事、心身障害者・

児スポーツ教室の実施等を通じ、

障害のある人もない人も、社会の

一員として相互に尊重し、支え合

いながら、ともに生活していくこ

とができる地域社会づくりを目指

します。 

○スポーツ教室の開催 

 

○特別支援学校と市内小・中

学校の交流 

 

スポーツ振興課 

 

教育指導課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 地域生活移行者数 1 人(H30) 8人以上(R7) 

指標 2 一般就労移行者数 53人/年(H30) 調整中です 

指標 3 就労移行支援利用者数 16人/年(H30) 18人以上/年(R7) 

指標 4 
児童発達支援事業所ちいろば教室の登

録者数 
6人（R1） 10人（R7） 
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現行基本計画 次期基本計画案 

３ 子ども・子育て支援 
●現状と課題 

少子化・核家族化の進展、ライフスタイル・家族観の多様化、住民の近隣関係の希薄化などを背景に、子ども

やその家庭を取り巻く環境が大きく変化しています。子どもは未来の担い手であり、一人の人間として心も体も

成長し、豊かな人間関係の中で体験を通して自立していけるよう、子育て環境の整備を進めていくことが、社会

全体の課題となっています。また、職場や地域において一層の女性の活躍が期待されると同時に、より安心して

子どもを産み育て、子育ての喜びを実感できる環境の整備が求められています。 

このような状況の中、本市においても、平成 27 年 3 月に「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育て

家庭の支援や教育環境の整備等を総合的に推進しています。 

保育所については、平成 27 年 4 月 1 日現在で、市内に 13 園あり、入所児童数は 1,931 人、入所待

機児童数は 22 人となっています（図 2-13、表 2-9 参照）。 

私立幼稚園については、平成 27 年 5 月 1 日現在で、市内に 4 園あり、在園児数は 938 人となってい

ます（図 2-14 参照）。 

学童クラブについては、平成 26 年度末現在で、13 か所に設置し、定員は 710 人、入所者数は 549 人と

なっています（表 2-10 参照）。 

                  

 

 

国による「すべての女性が輝く社会づくり」の推進を背景に、仕事と育児の両立支援等に関する企業の意識

にも変化が見られ、これに伴う女性の就労形態の多様化などにより、「保育」に求められる役割も複雑・多岐なも

のとなっています。このため、子育てや子どもの発達に関する不安・悩みの相談、保育所の整備及び定員増な

どの多様な保育サービスの展開と地域ぐるみの子育て支援、子育てにかかわる経済的負担の軽減などについ

て適切に対応する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 子ども・子育て支援 
●現状と課題 

少子化・核家族化の進展、ライフスタイル・家族観の多様化、住民の近隣関係の希薄化などを背景に、子ども

やその家庭を取り巻く環境が大きく変化しています。子どもは未来の担い手であり、一人の人間として心も体も成

長し、豊かな人間関係の中で体験を通して自立していけるよう、子育て環境の整備を進めていくことが、社会全

体の課題となっています。また、職場や地域において一層の女性の活躍が期待されると同時に、より安心して子

どもを産み育て、子育ての喜びを実感できる環境の整備が求められています。 

このような状況の中、本市においても、令和 2年 3月に「第二期子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子育

て家庭の支援や教育環境の整備等を総合的に推進しています。 

保育所については、平成 31 年 4 月 1 日現在で、市内に 13 園あり、入所児童数は 1,916 人、入所待機児童

数は 45人となっています（図 2-13、表 2-9参照）。 

私立幼稚園については、令和元年 5月 1日現在で、市内に 4園あり、在園児数は 864人となっています（図

2-14参照）。 

学童クラブについては、令和元年度末現在で、13か所に設置し、定員は 710人、入所者数は 553人となって

います（表 2-10参照）。 

令和２年４月からは、子ども家庭支援センターと母子保健を一体化した、子ども・子育て支援センター（市区町

村子ども家庭総合支援拠点）を設置しました。１８歳までの全ての子どもとその家庭及び妊産婦等を、切れ目なく

継続的に支援します。 

昨今の痛ましい事件を背景に、子どもが権利の主体として尊重され、その人権が守られるよう体罰によらない

子育て等の推進が求められています。また、令和元年 10月に幼児教育・保育の無償化が開始されるなど、幼児

期の教育・保育の重要性は更に増しています。このため、子育てや子どもの発達に関する不安・悩みの相談、保

育所の整備及び定員枠の拡大などの多様な保育サービスの展開と地域ぐるみの子育て支援、子育てにかかわ

る経済的負担の軽減などについて適切に対応する必要があります。 
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図 2-13 保育所入所児童数の推移  （各年 4月 1日現在） 

 

グラフ作成中 
 入所児童数 施設数 

平成 22年 1,957 13 

23 1,993 13 

24 2,004 13 

25 1,978 13 

26 1,963 13 

27 1,931 13 

28 1,895 13 

29 1,920 13 

30 1,921 13 

令和元年 1,916 13 

 

表 2-9 保育所待機児童数の推移                （各年 4月 1日現在、単位：人） 

 平成 28年 平成 29年 平成 30年 平成 31年 令和 2年 

入所待機児童数

（旧定義） 
11 27 56 45  

※管外委託の入所待機児童数は除く。 

出典 子ども青少年課資料 

 

図 2-14 幼稚園在園児数の推移                                    （各年 5月 1日現在） 

 

グラフ作成中 

年 齢 平成 28年 29 30 令和元年 

3歳児 263 278 276 269 

4歳児 327 278 306 292 

5歳児 286 328 280 304 

計 876 884 862 865 

出典 子ども青少年課資料 
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図 2-15 学童クラブ位置図 

 

  

 

 

 

 

 

図の作成中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-10 学童クラブの利用状況（令和元年度実績） 

施設名 定員（人） 年度末入所者数（人）     支援日数（日） 1日平均人数（人） 

さいかち学童クラブ 50 24 292 

集計中 

雷塚学童クラブ 50 55 292 

大南学童クラブ 50 44 292 

山王森学童クラブ 50 29 292 

中藤学童クラブ 70 68 292 

残堀・伊奈平学童クラブ第一 55 21 292 

残堀・伊奈平学童クラブ第二 45 47 292 

三ツ木学童クラブ 60 39 292 

西大南学童クラブ第一 45 27 292 

西大南学童クラブ第二 45 42 292 

中原学童クラブ 70 57 292 

学園学童クラブ 50 34 292 

本町学童クラブ 70 66 292 

計 710 553 3,796 

出典 子ども青少年課資料 
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●基本方針 
保育所入所待機児童の解消に努めるほか、増加する核家族や共働き家庭、ひとり親家庭への支援として、保育機

能や各種相談機能を充実するとともに、子育て中の家庭に対して、地域ぐるみで支援を行う環境づくりを推進しま

す。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2-11 放課後子ども教室の利用状況（令和元年度実績） 

実施場所 述べ利用者数（人） 実施日数（日） 1日平均人数（人） 

第一小学校 3,427 172 19.9 

第二小学校 5,129 172 29.8 

第四小学校（村山学園） 2,707 174 15.6 

第七小学校（大南学園） 5,935 171 34.7 

第八小学校 7,438 173 43.0 

第九小学校 1,831 169 10.8 

雷塚小学校 3,673 171 21.5 

出典 文化振興課資料 

●基本方針 
保育所入所待機児童の解消に努めるほか、増加する核家族や共働き家庭、ひとり親家庭への支援として、質の高

い教育・保育の提供や各種相談機能を充実するとともに、子育て中の家庭に対して、地域ぐるみで支援を行う環境づ

くりを推進します。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
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●関連する計画等 
武蔵村山市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：平成２７年度から平成３１年度まで）  

武蔵村山市第三期特定事業主行動計画（武蔵村山市職員次世代育成支援計画）（計画期間：平成２７年度か

ら平成３１年度まで） 

 

●施策の内容 
(1) 子育て家庭の支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①子育て支援

サービスの

充実 

 

全ての子育て家庭に対して、専門

職等が必要なサービスをコーディネ

ートし、妊娠期から乳幼児期にわた

り、子どもの健やかな成長への切れ

目のない支援を行うとともに、子育て

世代の支援を行うワンストップ拠点の

整備を進めます。 

 

 

 

また、核家族化の進展、女性の社

会進出等に伴う家庭での子育て力

の低下に対応するため、         

             延長保育、

低年齢児受入枠の拡大、一時預か

り                   など

多様な保育サービスの     充実

に努めます。 

障害のある児童の入所を促進す

るため、各保育所における受入対策

を支援するとともに、発達障害を有

すると思われる児童については、相

談員が保育所職員等に専門的見地

から助言などを行います。 

市民総合センター内の「子ども家

庭支援センター」及び市内 4 か所

の「子育てセンター」を拠点として、

各種相談機能を強化し、子育てサー

クルづくりなど、保護者同士の交流

の活発化を促進します。 

また、仕事と育児の両立を支援す

るため、ファミリー・サポート・センタ

ーを拠点として、子育て支援の充実

に努めます。 

○妊娠届出時の面接の実施 

◎出産・子育て応援事業の実

施 

◎（仮称）子育て世代包括支援

センターの設置 

 

○認可保育所による通常保育

の実施 

○延長保育の充実 

○低年齢児保育の充実 

○一時預かり事業の充実 

○休日保育の充実 

◎      巡回指導・相談事

業の実施 

◎保育コンシェルジュの設置 

      

 

◎児童館の子育て支援拠点化

の推進 

○子ども家庭支援センター事

業の推進（総合相談、子育てサ

ークルの育成・支援、講座の開

催） 

○子育てセンター事業の推進

（園庭開放、育児相談） 

○子どもショートステイ事業の実

施 

◎病児保育の実施 

○病後児保育の実施 

◎絵本読み聞かせ事業の実施 

健康推進課 

 

 

健康推進課・ 

子育て支援課 

 

子ども育成課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て支援課 

 

●関連する計画等 
第二期武蔵村山市子ども・子育て支援事業計画（計画期間：令和 2年度から令和 6年度まで）  

 

 

 

●施策の内容 
(1) 子育て家庭の支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①子育て支援

サービスの

充実 

 

子ども家庭支援センターと母子保

健を一体化し、子ども・子育て支援

センター（子ども家庭総合支援拠

点）として、１８歳までの全ての子ども

とその家庭及び妊産婦等を切れ目

なく継続的に支援します。 

すべての子どもとその家庭の相談

を受け入れ、子育てに関するサービ

スを提供し、気軽に相談できる体制

を構築します。 

また、就労形態の多様化や母親

の就労意向の増加等による保育ニ

ーズ に対応するため、保育所の定

員枠の拡大、休日保育、延長保育

一時預かり、ベビーシッター利用支

援事業など多様な保育サービスの

量と質の充実に努めます。 

 

障害のある児童の入所を促進す

るため、各保育所における受入対策

を支援するとともに、配慮を要する     

     児童については、相談員

が保育所職員等に専門的見地から

助言などを行います。 

市民総合センター内の「子ども家

庭支援センター」及び市内 4 か所の

「地域子育て支援拠点」を活用して、

各種相談機能を強化し、子育てサー

クルづくりなど、保護者同士の交流

の活発化を促進します。 

また、仕事と育児の両立を支援す

るため、ファミリー・サポート・センタ

ーを拠点として、子育て支援の充実

に努めます。 

○子育て世代包括支援センタ

ー「ハグはぐ・むらやま」の運

営 

○妊娠届出時の面接の実施 

○出産・子育て応援事業の実

施 

○子ども・子育て支援センター

の運営 

○子ども家庭支援センター事

業の推進（総合相談、子育て

サークルの育成・支援、講座

の開催） 

○地域子育て支援拠点事業の

推進（園庭開放、育児相談） 

○子どもショートステイ事業の実

施 

○病児保育の実施 

○児童館親子ひろば事業の実

施 

○認可保育所による通常保育

の実施 

○延長保育の充実 

 

○一時預かり事業の充実 

○休日保育の充実 

○保育所等巡回指導・相談事

業の実施 

○保育コンシェルジュの設置 

◎ベビーシッター利用支援事

業の実施 

○児童館の子育て支援拠点化

の推進 

 

子ども子育て支援

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども青少年課 
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②情報提供及

び相談体制

の充実 

子育て情報サイトを作成すること

により、子育てに関する情報を集約

し、子育て世代を応援します。 

 

 

 

 

 

 

福祉、保健、医療、教育等の関係

機関と連携し､子どもと家庭に関する

総合相談、サービスの提供、地域の

組織化等を行います。 

◎子育て情報サイトの運用 

◎保育コンシェルジュの設置

【再掲】 

◎予防接種情報システムの活

用【再掲】 

○子ども家庭支援センター事

業の推進【再掲】 

子育て支援課 

子ども育成課 

 

健康推進課  

 

子育て支援課 

 

③子育て支援

のネットワー

クづくり 

子どもカフェ、子ども家庭支援セ

ンター及び子育てセンターを拠点と

して、乳幼児及びその保護者が気軽

に集い、交流を図る場を提供すると

ともに、子どもと家庭に関する支援ネ

ットワークを構築します。 

○子どもカフェ事業の実施 

○子ども家庭支援センター事

業の推進【再掲】 

○子育てセンター事業の推進

【再掲】 

子育て支援課 

④経済的支援

の充実 

 

国や東京都との連携により、手当

の支給や子どもの医療費の助成を

推進します。 

また、認証保育所等          

を利用する保護者に対し、経済的

な負担を軽減するため、保育料の助

成を行います。 

○手当の支給 

○乳幼児及び学齢児童の医療

費助成 

○認証保育所等利用者負担の

軽減 

                 

     

                 

  

子育て支援課 

 

 

子ども育成課 

⑤保育所等の

運営、施設

整備の充実 

保育の場の選択肢を増やすた

め、認定こども園や家庭的保育等の

事業者に施設型給付費等の支給を

行います。 

民間保育所における入所児童の

処遇向上を図るため、運営費などの

助成を行います。 

社会経済状況の変化、乳幼児数

の推移、市民の保育ニーズ等を的

確に把握し、待機児童解消等の総

合的な視点から保育所の整備に努

めます。 

認証保育所の保育水準の維持向

上を図るため、運営費などの助成を

○施設型給付費等の支給 

○民間保育所運営費の補助 

                 

 

○民間保育所分園運営費の補

助 

○民間保育所の施設整備助成 

                 

○認証保育所運営費の補助 

◎保育従事職員の資格取得支

援 

◎保育従事職員の宿舎借上支

援 

 

子ども育成課 

②情報提供及

び相談体制

の充実 

子ども・子育て応援ナビをアプリ化

し、スマートフォンで気軽に子育て支

援サービスや子育て事業、予防接

種スケジュールの確認ができるように

機能の充実を図ります。また、多言

語表記にし、市内に居住する外国人

の子育て家庭へも子育て支援サー

ビス等の情報を周知し、円滑に利用

できるように工夫します。 

福祉、保健、医療、教育等の関係

機関と連携し､子どもと家庭に関する

総合相談、サービスの提供、地域の

組織化等を行います。 

○子ども・子育て応援ナビの活

用【再掲】 

○子ども家庭支援センター事

業の推進【再掲】 

○保育コンシェルジュの設置

【再掲】 

健康推進課 

 

子ども子育て支援

課 

子ども青少年課 

③子育て支援

のネットワー

クづくり 

「子どもカフェ、子ども家庭支援セ

ンター」及び「地域子育て支援拠点」

を活用して、乳幼児及びその保護者

が気軽に集い、交流を図る場を提供

するとともに、子どもと家庭に関する

支援ネットワークを構築します。 

○子どもカフェ事業の実施 

○子ども家庭支援センター事

業の推進【再掲】 

○地域子育て支援拠点事業の

推進【再掲】 

子ども子育て支援

課 

 

④経済的支援

の充実 

 

国や東京都との連携により、手当

の支給や子どもの医療費の助成を

推進します。 

また、多子世帯や認可外保育施

設を利用する保護者に対し、経済的

な負担を軽減するため、保育料の助

成を行います。 

○手当の支給 

○乳幼児及び学齢児童の医療

費助成 

○認可外保育施設利用者負担

の軽減 

○保育所等利用多子世帯負担

の軽減 

○管外保育所利用者負担の軽

減 

子ども青少年課 

 

⑤保育所等の

運営、施設

整備の充実 

保育の場の選択肢を増やすた

め、認定こども園や地域型保育の事

業者に施設型給付費等の支給を行

います。 

民間保育所における入所児童の

処遇向上を図るため、運営費などの

助成を行います。 

社会経済状況の変化、乳幼児数

の推移、市民の保育ニーズ等を的

確に把握し、待機児童解消等の総

合的な視点から保育所の整備に努

めます。 

認証保育所の保育水準の維持向

上を図るため、運営費などの助成を

○施設型給付費等の支給 

○民間保育所運営費の補助 

◎民間保育所運営費（医療的

ケア児支援加算）の補助 

○民間保育所分園運営費の補

助 

○民間保育所の施設整備助成 

◎地域型保育事業等の実施 

○認証保育所運営費の補助 

○保育従事職員の資格取得支

援 

○保育従事職員の宿舎借上支

援 

◎幼児教育・保育に関する支

子ども青少年課 

 



33 

行います。 

保育士の確保を図るため、保育士

資格取得を支援し、保育従事職員

の働きやすい環境の整備に努めま

す。 

                      

                      

          

また、つみき保育園の今後の整備

及び運営方法等について検討を行

います。 

 

◎つみき保育園の施設整備及

び運営方法の検討 

 

 

(2) 幼児教育の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①幼稚園教育

の推進 

幼稚園教育の場の選択肢を増や

すため、幼稚園や認定こども園に

施設型給付費の支給を行います。 

また、             

      幼稚園の園児等の

一時預かり事業を行います。 

◎施設型給付費の支給 

◎一時預かり事業の実施 

子ども育成課 

②私立幼稚園

への支援 

 

発達障害を有すると思われる園

児については、相談員が幼稚園職

員等に専門的見地から助言などを

行います。 

◎巡回指導・相談事業の実施

【再掲】 

                   

子ども育成課 

③保護者の経

済的負担軽

減 

私立幼稚園等に通園する園児の

保護者に対し、経済的な負担を軽

減するため、引き続き助成を行い

ます。 

○保護者の負担軽減の推進

（園児保護者負担軽減補助

金、就園奨励費補助金） 

子育て支援課 

 

(3) 家庭教育の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・家庭教育の

充実 

保護者と子どもの基本的な信頼

関係を形成する目的で、講演会、

講座等を開催し、家庭教育への支

援を行います。 

 

○家庭教育講座の実施 文化振興課 

 

 

 

 

 

行います。 

保育士の確保を図るため、保育士

資格取得を支援し、保育従事職員

の働きやすい環境の整備に努めま

す。 

専門的な知見や豊富な実践経験

を有する支援者を配置し、保育の質

の向上に努めます。 

また、つみき保育園の今後の整備

及び運営方法等について検討を行

います。 

援を行う者の配置 

○つみき保育園の施設整備及

び運営方法の検討 

 

 

(2) 幼児教育の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①幼稚園教育

の推進 

幼稚園教育の場の選択肢を増や

すため、幼稚園や認定こども園に

施設型給付費の支給を行います。 

また、教育時間の前後や長期休

業期間における幼稚園の園児等の

一時預かり事業を行います。 

○施設型給付費の支給【再掲】 

○一時預かり事業の実施【再

掲】 

子ども青少年課 

 

②私立幼稚園

への支援 

 

配慮を要する           園児

については、相談員が幼稚園職員

等に専門的見地から助言などを行

います。 

○巡回指導・相談事業の実施

【再掲】 

◎幼児教育・保育に関する支

援を行う者の配置【再掲】 

子ども青少年課 

 

③保護者の経

済的負担軽

減 

私立幼稚園等に通園する園児の

保護者に対し、経済的な負担を軽

減するため、引き続き助成を行い

ます。 

○保護者の負担軽減の推進

（園児保護者負担軽減補助

金） 

子ども青少年課 

 

 

(3) 家庭教育の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・家庭教育の

充実 

保護者と子どもの基本的な信頼

関係を形成する目的で、講演会、

講座等を開催し、家庭教育への支

援を行います。 

 

○家庭教育講座の実施 文化振興課 

 

 

 

 

 



34 

(4) 子どもの居場所の確保 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①児童館の充

実 

 

子ども同士のふれあいの中から

協調性や想像力が育まれるよう、

児童館の利用拡大・周知と事業内

容の充実に努めます。 

また、午前中の利用者が比較的

少ない時間帯を利用し、児童館を

子育て支援の拠点化とすることに

ついて検討を行います。      

   

○児童館事業の充実 

○児童館の整備 

◎児童館の子育て支援拠点化

の推進【再掲】 

◎絵本読み聞かせ事業の実施

【再掲】 

子ども育成課 

 

 

 

子育て支援課 

 

  

 

 

 

 

  

②学童クラブ

の充実 

 

学童クラブの内容充実に努める

とともに、障害のある児童も学童

クラブに参加できるよう、努めま

す。 

○学童クラブ事業の充実 子ども育成課 

③放課後子ど

も総合プラ

ン事業の推

進 

小学校の余裕教室等を活用し

て、放課後の子どもたちの安全・

安心な居場所を確保するととも

に、多様な学習の充実、地域住民

との交流活動等の取組を推進しま

す。 

また、学童クラブの児童と放課

後子ども教室の児童が同じ活動場

所で、同一のプログラムに参加で

きるよう、一体型の学童クラブ及

び放課後子ども教室の運営に努め

ます。 

○放課後子ども教室の充実 

 

◎一体型の学童クラブ及び放

課後子ども教室の運営 

文化振興課 

 

子ども育成課・ 

文化振興課 

 

 

(5) ひとり親家庭の支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①相談体制の

充実 

 

ひとり親家庭の生活の安定や子

どもの健全育成のため、母子等自

立支援・婦人相談員や民生委員等

と連携を図り、母子・父子家庭を

問わず、生活全般についての相談

○母子等自立支援・婦人相談

員による相談の実施 

子育て支援課 

(4) 子どもの居場所の確保 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①児童館の充

実 

 

子ども同士のふれあいの中から

協調性や想像力が育まれるよう、

児童館の利用拡大・周知と事業内

容の充実に努めます。 

また、午前中の利用者が比較的

少ない時間帯を利用し、乳幼児と

その保護者に交流の場を提供し、

居場所づくりと子育て世代の負担

軽減等の充実に努めます。 

○児童館事業の充実 

○児童館の整備 

○児童館の子育て支援拠点化

の推進【再掲】 

 

子ども青少年課 

 

 

 

 

 

②子ども食堂

の推進 

民間団体等が行う地域の子ども

たちへの食事や交流の場を提供す

る取組について、安定的な実施環

境を整備し、地域に根差した活動

を支援します。 

◎子ども食堂の推進 子ども子育て支援

課 

③学童クラブ

の充実 

 

学童クラブの内容充実に努める

とともに、障害のある児童も学童

クラブに参加できるよう、努めま

す。 

○学童クラブ事業の充実 子ども青少年課 

④放課後子ど

も総合プラ

ン事業の推

進 

小学校の余裕教室等を活用し

て、放課後の子どもたちの安全・

安心な居場所を確保するととも

に、多様な学習の充実、地域住民

との交流活動等の取組を推進しま

す。 

また、学童クラブの児童と放課

後子供教室の児童が同じ活動場所

で、同一のプログラムに参加でき

るよう、一体型の学童クラブ及び

放課後子供教室の運営に努めま

す。 

○放課後子供教室の充実 

 

○一体型の学童クラブ及び放

課後子ども教室の運営 

文化振興課 

 

子ども青少年課・ 

文化振興課 

 

 

(5) ひとり親家庭の支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①子どもの権

利養護 

 

子どもの人権が守られるよう、

子育ての不安や悩みなどを抱えた

保護者が相談しやすい体制づくり

を進めるとともに、児童虐待の発

生予防・早期発見・早期対策・アフ

○母子等自立支援・婦人相談

員による相談の実施 

子ども子育て支援

課・福祉総務課 
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に対応できるよう、ひとり親家庭

の状況把握、支援の充実に努めま

す。 

②家事援助サ

ービスの充

実 

保護者の疾病時等における家事

援助のため、ホームヘルプサービ

スの充実を図ります。 

○ひとり親家庭ホームヘルプ

サービスの充実 

子育て支援課 

③経済的支援

の充実 

国や東京都との連携により、児

童扶養手当等の支給に努めるとと

もに、ひとり親家庭等の医療費の

助成を行います。 

また、母子・父子福祉資金や女

性福祉資金の貸付けの利用促進を

図ります。 

○手当の支給 

○母子・父子及び女性福祉資

金貸付の推進 

○ひとり親家庭等医療費の助

成 

子育て支援課 

 

 

 

 

 

   

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 妊娠届出者に対する面接率 100％(H26) 維持(H32) 

指標 2 

「武蔵村山市は安心して子どもを産み育

てることができるまちだと思う」小学生児

童の保護者の割合（    子ども・子育

て支援事業計画等        アンケー

ト調査） 

65.4％(H26) 

（前期計画）54.6％ 

70.0％以上(H32) 

（前期計画）60％以上 

指標 3 認可保育所の入所待機児童数 30 人(H26) 0 人(H32) 

指標 4 延長保育の実施保育所数 10 か所(H26) 13か所(H32) 

指標 5 病児保育の実施箇所数 ― 1 か所(H32) 

    

 

 
   

    

指標 6 
一体型の運営を行う学童クラブ及び放課

後子ども教室の設置数 
― 2 か所(H32) 

 

ターケアどの支援を行うなど、き

め細かな対応を行います。 

②ひとり親家

庭の支援 

保護者の疾病時等における家事

援助のため、ホームヘルプサービ

スの充実を図ります。 

○ひとり親家庭ホームヘルプ

サービスの充実 

子ども子育て支援

課 

③生活困難を

抱える家庭

の支援 

国や東京都との連携により、児

童扶養手当等の支給に努めるとと

もに、ひとり親家庭等の医療費の

助成を行います。 

また、母子・父子福祉資金や女

性福祉資金の貸付けの利用促進を

図ります。 

 

○ひとり親家庭等医療費の助

成 

○手当の支給【再掲】 

○母子・父子及び女性福祉資

金貸付の推進 

子ども子育て支援

課 

子ども青少年課 

④外国人世帯

の支援 

国際化の進展に伴い外国につな

がる幼児の増加が見込まれること

から、教育・保育等のサービスを

円滑に利用できるよう外国語対応

等に努めます。 

◎保育所等入所申請書類等の

外国語様式の作成 

子ども青少年課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 妊娠届出者に対する面接率 100％(H26) 維持(H32) 

指標 2 

「武蔵村山市は安心して子どもを産み育

てることができるまちだと思う」就学前児

童の保護者の割合（第二期子ども・子育

て支援事業計画策定のためのアンケー

ト調査） 

72.8％(H30) 75％以上(R7) 

指標 3 認可保育所の入所待機児童数 56人(H30) 0人(R7) 

指標 4 延長保育の実施保育所数 11か所(H30) 13か所(R7) 

指標 5 病児保育の延べ利用人数 400人（R ） 500人（R7） 

指標 6 ショートステイの延べ利用日数 100日（R ） 150日（R7） 

指標 7 
ファミリー・サポート・センター事業の延べ

利用件数 
333件（R2年 1月まで） 500件（R7） 

指標 8 子ども食堂の実施数 3か所（R1） 5か所（R7） 

指標 9 
一体型の運営を行う学童クラブ及び放課

後子ども教室の設置数 
11か所（R2） 調整中です 

指標 10 児童館親子ひろば利用者数 1,355人（R1） 1,600人（R7） 

指標 11 学童クラブ保留児数 16人（R1） 8人（R7） 
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現行基本計画 次期基本計画案 

４ 生活支援 
●現状と課題 

生活保護制度は、昭和 25 年に施行されて以来の大改正が平成 26 年に行われ、支援を必要とする人に

確実に保護を行うという生活保護制度の基本的な考えは維持しつつ、就労・自立支援の強化、不正受給への厳

格な対処、医療扶助の適正化などに資することとされています。 

また、平成 27 年 4 月から生活困窮者自立支援制度が施行され、生活保護に至る前の段階の自立支援策

を強化し、生活困窮者を重層的に支えるセーフティネットが構築されました。 

さらに、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づき、国は子供の貧困対策に関する大綱を策定し、東京

都は子どもの貧困対策計画の策定を進めています。 

本市における生活保護の状況は、平成 20年に起きた世界金融危機以降増加傾向を示し、平成 25年 1月末

現在の 1,234 世帯 1,893 人をピークに減少傾向へと転じていますが、依然として高止まりの傾向が見られてい

ます（図 2-16参照）。 

反面、生活保護に対しては、制度を利用することにためらいを覚え、生活が苦しくとも生活保護を申請しない

生活困窮者が潜在的に存在するとされています。 

このような状況の中、本市では、市民が抱える複合的な課題に対し、円滑な対応を図るため、ワンストップ型の

相談窓口として、「市民なやみごと相談窓口」を設置し、相談体制の充実に努めています。 

 

今後も、国や社会経済情勢の動きを注視し、関係機関との連携により、生活保護受給者及び生活困窮者の

自立に向けた更なる支援体制を充実させるとともに、子どもの貧困に関する対策を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 生活支援 
●現状と課題 

生活保護制度は、昭和 25 年に施行されて以来の大改正が平成 26 年に行われ、支援を必要とする人に確

実に保護を行うという生活保護制度の基本的な考えは維持しつつ、就労・自立支援の強化、不正受給への厳格

な対処、医療扶助の適正化などに資することとされています。 

また、平成 27 年 4 月から生活困窮者自立支援制度が施行され、生活保護に至る前の段階の自立支援策

を強化し、生活困窮者を重層的に支えるセーフティネットが構築されました。 

さらに、子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づき、国は子供の貧困対策に関する大綱を策定し、東京

都は子どもの貧困対策計画を策定しました。 

本市における生活保護の状況は、平成 20年に起きた世界金融危機以降増加傾向を示し、平成 25年 1月末

現在の 1,234 世帯 1,893人をピークに減少傾向へと転じていますが、依然として高止まりの傾向が見られていま

す（図 2-16参照）。 

反面、生活保護に対しては、制度を利用することにためらいを覚え、生活が苦しくとも生活保護を申請しない

生活困窮者が潜在的に存在するとされています。 

このような状況の中、本市では、市民が抱える複合的な課題に対し、円滑な対応を図るため、ワンストップ型の

相談窓口として、「市民なやみごと相談窓口」を設置し、相談体制の充実や離職者等に対する就労支援に努め

ています。 

今後も、国や社会経済情勢の動きを注視し、関係機関との連携により、生活保護受給者及び生活困窮者の

自立に向けた更なる支援体制を充実させるとともに、令和 2 年に策定した「子どもの未来応援プラン」に基づき、

子どもの貧困に関する対策を図る必要があります。 

 

図 2-16 生活保護の推移                            （各年 1月 1日現在） 

グラフ作成中 

年 武蔵村山市人口(人) 被保護世帯（世帯） 被保護人員（人） 保護率（‰） 

29 72,238 1,194 1,698 23.5 

30 72,489 1,219 1,733 23.9 

31 72,546 1,218 1,711 23.6 
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●基本方針 
生活保護受給者及び生活困窮者が相談しやすく、支援を受けやすい体制の更なる充実を図ることにより、対象者

が早期に困窮状態から脱却することを支援します。 

また、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されず、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、子ども

の貧困状況の改善に向けた取組を推進します。 

 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の内容 
(1) 生活保護の適正な実施 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・生活保護の

適正な実施 

生活保護受給者の生活実態を的

確に把握し、不正受給の防止等によ

り適正な保護の実施を図るため、ケ

ースワーカーによる戸別訪問を更に

充実します。 

 

○生活保護業務データシステ

ムを活用した効率的な訪問

の実施 

生活福祉課 

 

(2) 生活保護費（医療扶助）の抑制 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・生活保護費

（ 医 療 扶

助）の抑制 

後発医薬品の使用促進、社会的

入院者の退院促進等を実施して、

生活保護費に占める医療扶助の抑

制を図ります。 

      

○レセプト管理システムを活

用した医療費抑制 

○後発医薬品の使用促進【再

掲】 

生活福祉課 

 

●基本方針 
生活保護受給者及び生活困窮者が相談しやすく、支援を受けやすい体制の更なる充実を図ることにより、対象者

が早期に困窮状態から脱却することを支援します。 

また、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されず、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、子どもの

貧困状況を早期に発見し、生活支援、教育支援、経済支援等の各種支援を総合的に推進します。 

 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の内容 
(1) 生活保護の適正な実施 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・生活保護の

適正な実施 

生活保護受給者の生活実態を的

確に把握し、不正受給の防止等によ

り適正な保護の実施を図るため、ケ

ースワーカーによる戸別訪問及び日

常生活支援を更に充実します。 

 

○生活保護業務データシステ

ムを活用した効率的な訪問

の実施 

生活福祉課 

 

(2) 生活保護費（医療扶助）の抑制 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・生活保護費

（ 医 療 扶

助）の抑制 

後発医薬品の使用促進、被保護

者健康管理支援事業の実施等によ

り、生活保護費に占める医療扶助

の抑制を図ります。 

◎被保護者健康管理支援事業 

○レセプト管理システムを活

用した医療費抑制 

○後発医薬品の利用促進【再

掲】 

生活福祉課 
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(3) 相談体制の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・相談体制の

充実 

生活保護受給者及び生活困窮者

の様々な相談を受け付けて、問題

解決の支援を図ります。 

○相談体制の充実 

 

◎市民なやみごと相談窓口の

充実 

生活福祉課 

 

地域福祉課 

 

(4) 自立支援の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①一般就労に

向けた支援 

生活保護受給者及び生活困窮者

の自立を支援するため、稼働年齢

層にある人の稼働能力及び就労阻

害要因の状況を把握し、稼動能力

のある人に対しては、就労支援員

がハローワーク等の関係機関との

連携を図りながら、就労の促進に

努めます。 

○生活保護受給者及び生活困

窮者への就労の支援 

◎ひきこもり等の就労阻害要

因を抱える者の自立支援 

生活福祉課・ 

地域福祉課 

 

②就労準備支

援 

 

生活リズムが崩れている、社会

との関わりに不安を抱えている、

就労意欲が低下しているなどの理

由により直ちに就労することが困

難な生活保護受給者及び生活困窮

者を対象として、一般就労に従事

する準備としての基礎能力の形成

について、計画的かつ一貫した支

援を行います。 

◎就労準備支援プログラムに

基づく日常生活自立・社会

生活自立・就労自立に関す

る支援 

 

生活福祉課・ 

地域福祉課 

 

 

(5) 子どもの貧困対策の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・子どもの貧

困対策の推

進 

子どもの貧困に関する課題に対

応するため、関係課で組織する連

絡会議を設置し、実態の把握方法

の検討を行った上で、その対策等

について取りまとめた子どもの貧

困対応プランを策定します。 

◎子どもの貧困対応プランの

策定 

 

地域福祉課・ 

子育て支援課 

 

 

 

 

(3) 相談体制の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・相談体制の

充実 

生活保護受給者及び生活困窮者

の様々な相談を受け付けて、問題

解決の支援を図ります。 

○相談体制の充実 

 

○市民なやみごと相談窓口の

充実 

生活福祉課 

 

福祉総務課 

 

(4) 自立支援の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①一般就労に

向けた支援 

生活保護受給者及び生活困窮者

の自立を支援するため、稼働年齢

層にある人の稼働能力及び就労阻

害要因の状況を把握し、稼動能力

のある人に対しては、就労支援員

がハローワーク等の関係機関との

連携を図りながら、就労の促進に

努めます。 

○生活保護受給者及び生活困

窮者への就労の支援 

 

生活福祉課・ 

福祉総務課 

 

②就労準備支

援 

 

生活リズムが崩れている、社会

との関わりに不安を抱えている、

就労意欲が低下しているなどの理

由により直ちに就労することが困

難な生活保護受給者及び生活困窮

者を対象として、一般就労に従事

する準備としての基礎能力の形成

について、計画的かつ一貫した支

援を行います。 

○就労準備支援プログラムに

基づく日常生活自立・社会

生活自立・就労自立に関す

る支援 

○ひきこもり等の就労阻害要

因を抱える者の自立支援 

 

生活福祉課・ 

福祉総務課 

 

 

(5) 子どもの貧困対策の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・子どもの貧

困対策の推

進 

子どもの貧困に関する課題に対

応するため、子どもの未来応援プ

ランに基づき、実態の把握や各種

対策等に取り組みます。 

 

 

◎子どもの未来応援プランの

推進 

 

福祉総務課・ 

関係各課 
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●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 就労支援による生活保護脱却件数 25 件(H26) 
105 件(H32) 

(H28 から H32 までの累計値) 
 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 
就労支援を受けた生活保護受給者の就

労件数 
57件/年(R1) 68件/年(R7) 
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現行基本計画 次期基本計画案 

５ 地域福祉 
●現状と課題 

核家族化、少子高齢化に伴う本格的な人口減少社会の到来など地域社会の変容に伴い、ホームレス、配偶

者等からの暴力、虐待、孤立化・孤独化などの地域における生活課題や福祉課題が複雑化し、公的な福祉サ

ービスのみで対応することは、困難な状況となっています。 

 

 

 

 

このような状況の中で、市民の地域での暮らしを支えるためには、公的な福祉サービスの充実が求められると

同時に、地域におけるインフォーマルな助け合いの仕組みづくりが喫緊の課題となっています。また、増大する

福祉ニーズに対応するため、複合的な課題を抱え、支援を必要とする人がワンストップ*1 で相談できるような環

境の整備が求められています。 

 

本市では、各福祉分野（計画）を包括し、横断的に連携を図る役割を担う計画として、「地域福祉計画」を定

め、各種施策を推進しています。 

今後も、本格的な人口減少の進展が懸念され、また社会経済情勢が大きく変化する中、近隣の人々 との信

頼関係に基づく協力や相互扶助に支えられながら進めていく地域福祉の推進が不可欠であり、市民と事業者と

市が協力して、地域レベルで支え合うための体制づくりを一層進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 地域福祉 
●現状と課題 

核家族化、少子高齢化に伴う本格的な人口減少社会の到来など地域社会の変容に伴い、ホームレス、配偶

者等からの暴力、虐待、孤立化・孤独化などの地域における生活課題や福祉課題は複雑化・多様化し、日常生

活・地域生活を営むことが困難な人が増加しており、これら全てに公的な福祉サービスのみで対応することは、

困難な状況となっています。一方で、事業者をはじめ、民生委員・児童委員、社会福祉協議会、自治会やボラン

ティア団体など、福祉向上のために、地域を基盤とした活動を行う既存の社会資源や担い手は、加入者の減少

や高齢化によって活動の継続が困難になるなどの課題を抱えており、地域住民等による新たな担い手の創出が

喫緊の課題となっています。 

このような状況の中で、市民の地域での暮らしを支えるためには、複合的な課題を抱え、支援を必要とする人

がワンストップ*1 で相談できるような環境の整備などの公的な福祉サービスの充実が求められると同時に、地域

の多様な主体が自らにできる事を考え、共通の目標に向かって課題を解決するため、地域福祉コーディネータ

ーを活用した地域におけるインフォーマルな助け合いの仕組みづくりを推進するなど、それぞれが協働する中

で課題を解決する力を再構築する地域の在り方が求められています。 

本市では、各福祉分野（計画）を包括し、横断的に連携を図る役割を担う計画として、「地域福祉計画」を定

め、各種施策を推進しています。 

今後も、本格的な人口減少の進展が懸念され、また社会経済情勢が大きく変化する中、地域のあらゆる住民

が役割を持ち、近隣の人々との信頼関係に基づく協力や相互扶助に支えられながら、自分らしく活躍できる地

域コミュニティを育成し、市民と事業者と市が協力して助け合いながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実

現を一層進めていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいかち老人福

祉館 
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●基本方針 
市民が各地域で安定した生活ができるように、市民の理解と積極的な参加の下、高齢者、障害のある人、子ども家

庭、ＤＶ被害者などの横断的な地域福祉サービスを提供する体制の整備を推進します。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第四次地域福祉計画（計画期間：平成２８年度から平成３２年度まで） 

 

 

●施策の内容 
(1) 地域ぐるみの福祉の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①福祉の担い

手の育成 

ボランティア・市民活動センターや

地域包括支援センター、社会福祉

協議会、各種団体等と連携し、地域

のニーズに応じた知識や技術を習

得するための機会を設けて、ボラン

ティアの人材育成や資質の向上に

◎介護職員初任者研修の実施 

○介護支援ボランティアの育成 

○ボランティア・市民活動センタ

ーの機能強化、事業の充実

【再掲】 

高齢福祉課 

 

協働推進課 

●基本方針 
市民が各地域で安定した生活ができるように、市民の理解と積極的な参加の下、高齢者、障害のある人、子ども家

庭、ＤＶ被害者などの横断的な地域福祉サービスを提供する体制の整備を推進します。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●関連する計画等 
武蔵村山市第四次地域福祉計画（計画期間：平成 28年度から令和 2年度まで） 

 

 

●施策の内容 
(1) 地域ぐるみの福祉の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①福祉の担い

手の育成 

ボランティア・市民活動センターや

地域包括支援センター、社会福祉

協議会、各種団体等と連携し、地域

のニーズに応じた知識や技術を習

得するための機会を設けて、ボラン

ティアの人材育成や資質の向上に

○介護職員初任者研修の実施 

○介護支援ボランティアの育成 

○ボランティア・市民活動センタ

ーの機能強化、事業の充実

【再掲】 

高齢福祉課 

 

協働推進課 
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努めます。 

また、民生・児童委員や福祉関係

団体と連携して、地域の実情に沿っ

た福祉活動を行えるよう、環境の整

備に努めます。 

②民生・児童

委員活動へ

の支援 

民生・児童委員活動を更に充実さ

せるため、地域の人口の変化や少

子・高齢化に対応した担当区域の見

直しについて検討を進めます。 

 

 

 

○民生・児童委員の担当区域

の見直し 

地域福祉課 

 

③地域福祉活

動の推進 

地域福祉活動の中核的役割を担

う社会福祉協議会との連携により、

地域に密着した地域福祉活動の推

進を図ります。 

○社会福祉協議会への支援 地域福祉課 

 

 

(2) 相談体制の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①市民なやみ

ごと相談窓

口の運用 

生活困窮者を含めた多様な市民

の相談に積極的かつ総合的に対応

できる「市民なやみごと相談窓口」

において、市民の抱える課題の解

決の支援を行います。 

 

◎総合相談業務の充実 

◎生活困窮者支援のための庁

内体制の確立及び関係機関

とのネットワークの構築 

地域福祉課 

 

②福祉総合相

談窓口の活

用 

社会福祉協議会内に設置した福

祉サービスの利用に関する相談、

苦情対応などを行う福祉総合相談

窓口の利用の促進を図ります。 

○福祉総合相談窓口の利用促

進 

地域福祉課 

 

③配偶者等か

らの暴力に

よる被害者

への支援等 

 

配偶者等からの暴力の実態等に

関する市民等の理解を深めるた

め、ＤＶ相談窓口周知カードやパ

ンフレットを作成するとともに、

広報紙やホームページなど多様な

手段や機会を通して、情報の提供

と早期相談の促進に努めます。 

また、相談や関係窓口で対応す

る職員がそれぞれの部署の職責に

応じて適切な対応ができるよう庁

内連携組織を設置し、情報管理を

徹底します。 

◎ＤＶ防止啓発活動の推進 

○相談業務の充実 

 

◎庁内連携組織の設置 

協働推進課・ 

子育て支援課 

 

子育て支援課 

・関係各課 

努めます。 

また、民生・児童委員や福祉関係

団体と連携して、地域の実情に沿っ

た福祉活動を行えるよう、環境の整

備に努めます。 

②民生・児童

委員活動へ

の支援 

民生・児童委員活動を更に充実さ

せるため、支援の必要な方や地域の

実情を把握するために必要な情報

の共有を図るとともに、地域の人口

の変化や少子・高齢化に対応した担

当区域の見直しについて検討を進

めます。 

○民生・児童委員の担当区域

の見直し 

◎独居高齢者名簿等の民生・

児童委員活動に必要な情報

の提供 

福祉総務課 

 

③地域福祉活

動の推進 

地域福祉活動の中核的役割を担

う社会福祉協議会との連携により、

地域に密着した地域福祉活動の推

進を図ります。 

○社会福祉協議会への支援 福祉総務課 

 

 

(2) 相談体制の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①市民なやみ

ごと相談窓

口の運用 

生活困窮者を含めた多様な市民

の相談に積極的かつ総合的に対応

できる「市民なやみごと相談窓口」に

おいて、市民の抱える課題の解決の

支援を行い、離職者等には就労支

援及び就労支援事業を提供します。 

○総合相談業務の充実 

○生活困窮者支援のための庁

内体制の確立及び関係機関

とのネットワークの構築 

◎就労支援事業と家計改善事

業の一体的な実施 

福祉総務課 

 

②福祉総合相

談窓口の活

用 

社会福祉協議会内に設置した福

祉サービスの利用に関する相談、

苦情対応などを行う福祉総合相談

窓口の利用の促進を図ります。 

○福祉総合相談窓口の利用促

進 

福祉総務課 

 

③あらゆる暴

力による被

害者への支

援等 

 

あらゆる暴力の実態等に関する

市民等の理解を深めるため、ＤＶ

相談窓口周知カードやパンフレッ

トを作成するとともに、広報紙や

ホームページなど多様な手段や機

会を通して、情報の提供と早期相

談の促進に努めます。 

また、相談や関係窓口で対応す

る職員がそれぞれの部署の職責に

応じて適切な対応ができるよう庁

内連携組織を設置し、情報管理を

徹底します。 

◎ＤＶ相談窓口周知グッズの

配布 

○あらゆる暴力の防止啓発活

動の推進 

○相談業務の充実 

 

○庁内連携組織の設置 

福祉総務課 

 

協働推進課・ 

子ども子育て支援

課 

 

子ども子育て支援

課・関係各課 
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(3) 権利擁護体制の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・権利擁護体

制の推進 

判断能力の不十分な人の権利擁

護を推進するため、成年後見制度

や地域福祉権利擁護事業の充実を

図るとともに、市民後見人の養成

や法人後見の実施について研究を

進めます。 

○権利擁護事業の充実 地域福祉課 

 

(4) 福祉のまちづくりの推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・福祉のまち

づくりの推

進 

全ての市民が安全かつ快適に暮

らせるよう、利用しやすい住宅の

供給・確保及び道路、公園等公共

施設の整備・改善に努め、誰もが

利用しやすいバリアフリーのまち

づくりを推進します。 

○バリアフリーの推進 関係各課 

 

(5) 支援のための制度の周知等 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①成年後見制

度の周知・

運用 

認知症高齢者、知的障害者、精

神障害者等の財産管理や身上監護

を行う成年後見制度の周知を行う

とともに、申立費用や報酬の助成

を行います。 

○成年後見制度の周知 

○成年後見制度利用支援事業

の運用 

地域福祉課・ 

高齢福祉課・ 

障害福祉課 

②サービス評

価制度の周

知・促進 

福祉サービス事業者の第三者評

価制度の周知に努めます。 

また、福祉サービス事業者によ

る提供サービスの自己評価を促進

します。 

○福祉サービス第三者評価制

度の周知 

○福祉サービス第三者評価へ

の助成 

高齢福祉課・ 

障害福祉課・ 

子ども育成課 

 

 

 

 

 

さらに、子どものいる家庭での

ＤＶが心理的虐待にあたることを

周知します。 

 

(3) 権利擁護体制の推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・権利擁護体

制の推進 

判断能力の不十分な人の権利擁

護を推進するため、成年後見制度

や地域福祉権利擁護事業の充実を

図るとともに、市民後見人の養成

や法人後見の実施について研究を

進めます。 

○権利擁護事業の充実 福祉総務課 

 

(4) 福祉のまちづくりの推進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・福祉のまち

づくりの推

進 

全ての市民が安全かつ快適に暮

らせるよう、利用しやすい住宅の

供給・確保及び道路、公園等公共

施設の整備・改善に努め、誰もが

利用しやすいユニバーサルデザイ

ンのまちづくりを推進します。 

○ユニバーサルデザインの考

え方に立ったまちづくりの

推進 

関係各課 

 

(5) 支援のための制度の周知等 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①成年後見制

度の周知・

運用 

認知症高齢者、知的障害者、精

神障害者等の財産管理や身上監護

を行う成年後見制度の周知を行う

とともに、申立費用や報酬の助成

を行います。 

○成年後見制度の周知 

○成年後見制度利用支援事業

の運用 

福祉総務課・ 

高齢福祉課・ 

障害福祉課 

②サービス評

価制度の周

知・促進 

福祉サービス事業者の第三者評

価制度の周知に努めます。 

また、福祉サービス事業者によ

る提供サービスの自己評価を促進

します。 

○福祉サービス第三者評価制

度の周知 

○福祉サービス第三者評価へ

の助成 

高齢福祉課・ 

障害福祉課・ 

子ども青少年課 
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●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 福祉総合相談窓口の利用者数 
55 人/年(H26) 

（前期計画）― 

100 人/年(H32) 

（前期計画）50 人 

指標 2 
福祉サービス第三者評価への助成件数

（事業所数） 

8 事業所(H26) 

（前期計画）1 事業所 

9 事業所(H32) 

（前期計画）3 事業所 
 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 福祉総合相談窓口の利用者数 
55 人/年(H26) 

（前期計画）― 

100 人/年(H32) 

（前期計画）50 人 

指標 2 
福祉サービス第三者評価への助成件数

（事業所数） ※5年に 1度の実施 
1事業所(R1) 9事業所(R7) 

指標 3 
あらゆる暴力の防止啓発活動（パネル展

等の実施） 
年 1回（R1） 年 1回以上（R7） 
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現行基本計画 次期基本計画案 

第２章 安心していきいきと暮らせるまちづくり 
第４節 暮らし 

１ 消費生活 

●現状と課題 
社会経済情勢の変化や情報化社会の進展により、消費生活が豊かになる一方で、消費をめぐるトラブルは複

雑・多様化しています。特に、インターネットや携帯電話を利用した架空請求や高齢者を狙った振り込め詐欺等

の特殊詐欺被害が増加しています。 

本市においても、消費者相談の実施や消費生活展の開催等を通じて、消費者への情報の提供や啓発を充

実する必要があります（表 2-12 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●基本方針 
安全で豊かな消費生活が送れるよう、積極的な情報の提供や相談体制の充実、消費者に対する啓発などの取組

を推進します。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 健康で明るく暮らせるまちづくり 
第３節 暮らし 

１ 消費生活 

●現状と課題 
社会経済情勢の変化や情報化社会の進展により、消費生活が豊かになる一方で、消費をめぐるトラブルは複

雑・多様化しています。特に、インターネットや携帯電話を利用した架空請求や高齢者を狙った振り込め詐欺等

の特殊詐欺被害が増加しています。 

本市においても、消費者相談の実施や消費生活展の開催等を通じて、消費者への情報の提供や啓発を充

実する必要があります（表 2-12 参照）。 

 

表 2-12 消費生活相談の実施内容 

相談名 実施回数 相談員 対 象 内 容 

消費生活相談 週 4回 
消 費 生 活 専 門 

相談員 

市内在住・在

勤・在学の方 

訪問販売、通信販売、不正な請求、

購入製品の欠陥による事故等、消

費生活全般に関する相談 

出典 協働推進課資料 

 

 

 

●基本方針 
安全で豊かな消費生活が送れるよう、積極的な情報の提供や相談体制の充実、消費者に対する啓発などの取組

を推進します。 

 

●施策の体系 
 

 

 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

●施策の内容 
(1) 相談・情報提供活動の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①消費者相談

の充実 

個人のプライバシーに配慮しなが

ら、国民生活センターや東京都消費

生活総合センター等の関係機関と

の連携を強化し、市民の多種多様な

相談に対応できるよう、消費者相談

の充実を図ります。 

○全国消費生活情報ネットワー

クシステムを活用した消費者

相談の実施 

 

協働推進課 

②消費生活情

報の収集・

提供 

商品・サービスの質や販売方法な

ど、消費生活情報の収集・提供体制

の強化を目指します。 

○広報紙及びホームページ上

での相談実例の情報提供 

○消費生活パネル展の開催 

協働推進課 

 

(2) 消費者意識の啓発 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①消費者団体

の育成 

 

消費者団体の活動をより充実す

るため、多様な消費者団体の組織

化や活動の支援を行い、消費者自

身が主体的に活動できる場を提供

します。 

○消費者団体の支援 協働推進課 

②ライフステ

ージに応じ

た消費者教

育の推進 

市民が賢い消費者となって、充

実した消費生活を送ることができ

るよう、消費生活展などを通じて

啓発活動に努めます。 

また、対象者の年齢や特性に応

じて消費者教育講座を開催するな

ど、ライフステージに応じた消費

者教育の推進に努めます。特に、 

   高齢者の消費者被害を防

止するため、地域と連携して高齢

者の見守り活動を実施します。 

○消費者教育講座等の実施 

○消費生活展の推進 

 

○地域による見守りネットワ

ークの推進 

協働推進課 

 

 

協働推進課・ 

高齢福祉課 

 

(3) 多重債務者への支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・多重債務者

への支援 

関係機関と連携し、生活困難な

状況にある多重債務者に対する相

談等を実施します。 

 

 

 

○消費者相談の実施 

◎市民なやみごと相談窓口の

充実【再掲】 

協働推進課 

 

地域福祉課 

●施策の内容 
(1) 相談・情報提供活動の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①消費者相談

の充実 

個人のプライバシーに配慮しなが

ら、国民生活センターや東京都消費

生活総合センター等の関係機関と

の連携を強化し、市民の多種多様な

相談に対応できるよう、消費者相談

の充実を図ります。 

○全国消費生活情報ネットワー

クシステムを活用した消費者

相談の実施 

 

協働推進課 

②消費生活情

報の収集・

提供 

商品・サービスの質や販売方法な

ど、消費生活情報の収集・提供体制

の強化を目指します。 

○広報紙及びホームページ上

での相談実例の情報提供 

 

協働推進課 

 

(2) 消費者意識の啓発 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①消費者団体

の育成 

 

消費者団体の活動をより充実す

るため、多様な消費者団体の組織

化や活動の支援を行い、消費者自

身が主体的に活動できる場を提供

します。 

○消費者団体の支援 協働推進課 

②ライフステ

ージに応じ

た消費者教

育の推進 

 

 

 

 

対象者の年齢や特性に応じて消

費者教育講座を開催するなど、ラ

イフステージに応じた消費者教育

の推進に努めます。特に、若者や

高齢者の消費者被害を防止するた

め、地域と連携して見守り活動を

実施します。 

○消費者教育講座等の実施 

○消費生活展の推進 

 

○地域による見守りネットワ

ークの推進 

協働推進課 

 

 

協働推進課・ 

高齢福祉課 

 

(3) 多重債務者への支援 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・多重債務者

への支援 

関係機関と連携し、生活困難な

状況にある多重債務者に対する相

談等を実施します。 

○消費者相談の実施 

○市民なやみごと相談窓口の

充実【再掲】 

◎東京都生活再生相談窓口等

の関係機関との連携の強化 

◎家計改善事業の充実 

協働推進課 

 

福祉総務課 
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●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 消費生活展の参加者数 
291 人/年(H26) 

（前期計画）352 人 

500 人/年(H32) 

（前期計画）500 人 

指標 2 消費者教育講座の参加者数 80 人/年(H26) 100 人/年(H32) 
 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

（削除） （削除） （削除） （削除） 

指標 消費者教育講座の参加者数 66人/年(R1) 100人/年(R7) 
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現行基本計画 次期基本計画案 

２ 雇用 
●現状と課題 

東日本大震災からの復興とデフレ脱却を目指した国の経済施策の影響により、平成 25 年 9 月以降、国内

経済は回復基調にあります。雇用環境についても、完全失業率が改善するなど明るさが出ています（図 2-18 

参照）。 

一方で、就職者に占める非正規雇用者の割合は、依然として半数を超えており、求人と求職ニーズの不一致

による雇用のミスマッチが生じているなどの課題もあります。 

本市においても、生活環境等の変化により多様な働き方を求める求職者に対し、安定した雇用以外にも状況

に応じた様々な雇用機会の確保を図りつつ、就労に必要な知識や技術の習得、求職活動の支援を充実してい

く必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●基本方針 
市民の状況に応じた雇用を確保するため、雇用機会の拡充や就労に必要な知識、技術習得の促進、求職活動の

支援等に努めるとともに、企業に対し安心して働ける労働環境づくりや勤労者福祉の充実を要請していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 雇用 
●現状と課題 

令和元年度までは、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種施策の効果もあり、国内経済は回復基調が見

られましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、国内経済は極めて厳しい状況が続き、完全失業率が上昇

すると見込まれる。（図 2-18 参照）。 

また、就職者に占める非正規雇用者の割合は、4割弱となっており、求人と求職ニーズの不一致による雇用の

ミスマッチが生じているなどの課題もあります。 

本市においても、生活環境等の変化により多様な働き方を求める求職者に対し、安定した雇用以外にも状況

に応じた様々な雇用機会の確保を図りつつ、就労に必要な知識や技術の習得、求職活動の支援を充実してい

く必要があります。 

 

図 2-18 東京都の就業率・完全失業率の推移 

 

グラフ作成中 

（各年平均：末日調査） 

年 就業率 完全失業率 

平成 27年 62.1 3.6 

28 62.3 3.2 

29 63.2 2.9 

30 64.7 2.6 

令和元年 65.3 2.3 

出典 東京都総務局資料 

 

 

 

●基本方針 
市民の状況に応じた雇用を確保するため、雇用機会の拡充や就労支援事業等による就労に必要な知識、技術習

得の促進、求職活動の支援等に努めるとともに、企業に対し安心して働ける労働環境づくりや勤労者福祉の充実を

要請していきます。 
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●施策の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●施策の内容 
(1) 雇用の促進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・雇用の促進 ハローワークと連携した求人情報

の提供や相談会などの開催により、

雇用の促進を図ります。 

また、市民の雇用確保に向けて、

企業誘致条例に基づく企業の誘致

に努めます。 

さらに、高齢者や障害のある人の

雇用拡大のための支援を行います。 

 

○求人情報の提供 

○相談会の開催 

○シルバー人材センター活動

の充実【再掲】 

◎市民なやみごと相談窓口の

充実【再掲】 

○障害者就労支援センターの

運営【再掲】 

産業観光課 

 

地域福祉課 

 

 

 

障害福祉課 

 

(2) 就労のための学習機会の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・就労のため

の学習機会

の充実 

職業訓練機関等との連携によ

り、求職者の知識や技術の習得を

促進し、就労機会の拡大を支援す

るとともに、多様化する雇用環境

に関する情報の提供や労働制度の

周知に努めます。 

また、女性の自分らしい働き方

へのチャレンジを総合的に支援す

るため、セミナー等を開催するこ

とにより、女性の活躍推進の機運

を高めます。 

○職務能力向上、就労継続支

援の実施 

○雇用環境・労働制度に関す

る情報の提供 

○相談会の開催【再掲】 

◎ウィメンズチャレンジプロ

ジェクトの実施 

 

産業観光課 

 

 

 

 

協働推進課 

 

 

 

 

●施策の体系 
 

 

 

「施策の内容」決定後に作成 
 

 

 

 

 

 

●施策の内容 
(1) 雇用の促進 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・雇用の促進 ハローワークと連携した求人情報

の提供や相談会などの開催により、

雇用の促進を図ります。 

また、市民の雇用確保に向けて、

企業誘致条例に基づく企業の誘致

に努めます。 

さらに、高齢者や障害のある人の

雇用拡大のための支援を行います。 

○求人情報の提供 

○相談会の開催 

○シルバー人材センター活動

の支援【再掲】 

○市民なやみごと相談窓口の

充実【再掲】 

◎就労支援事業の充実【再掲】 

○障害者就労支援センターの

運営【再掲】 

産業観光課 

 

福祉総務課 

 

 

 

 

 

障害福祉課 

 

(2) 就労のための学習機会の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

・就労のため

の学習機会

の充実 

職業訓練機関等との連携によ

り、求職者の知識や技術の習得を

促進し、就労機会の拡大を支援す

るとともに、多様化する雇用環境

に関する情報の提供や労働制度の

周知に努めます。 

また、女性の自分らしい働き方

へのチャレンジを総合的に支援す

るため、セミナー等を開催するこ

とにより、女性の活躍推進の機運

を高めます。 

○職務能力向上、就労継続支

援の実施 

○雇用環境・労働制度に関す

る情報の提供 

○相談会の開催【再掲】 

○ウィメンズチャレンジプロ

ジェクトの実施 

 

産業観光課 

 

 

 

 

協働推進課 

 

 

 

 



50 

(3) 勤労者福祉の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①福利厚生の

充実 

中小企業従業員の福利厚生の充

実を図るため、中小企業退職金共

済制度等の周知と利用促進に努め

ます。 

また、民間の福利厚生施設と公

的施設との相互利用について検討

し、余暇活動の充実と健康増進を

図ります。 

○中小企業退職金共済制度等

の周知 

 

産業観光課 

②派遣労働者

やパート職

等への支援 

 

正社員・職員以外の派遣労働者

やパートやアルバイト職で働く市

民の雇用環境の充実や待遇改善、

安定雇用へ向けて、関係機関とと

もに企業などへの啓発活動に努め

ます。 

○待遇改善、安定雇用に向け

た企業等への啓発活動 

 

産業観光課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 
ウィメンズチャレンジプロジェクトセミナー

参加者数 
― 120 人/年(H32) 

 

(3) 勤労者福祉の充実 
 

項目 内容 具体施策（◎は新規） 事業課 

①福利厚生の

充実 

中小企業従業員の福利厚生の充

実を図るため、中小企業退職金共

済制度等の周知と利用促進に努め

ます。 

また、民間の福利厚生施設と公

的施設との相互利用について検討

し、余暇活動の充実と健康増進を

図ります。 

○中小企業退職金共済制度等

の周知 

 

産業観光課 

②派遣労働者

やパート職

等への支援 

 

正社員・職員以外の派遣労働者

やパートやアルバイト職で働く市

民の雇用環境の充実や待遇改善、

安定雇用へ向けて、関係機関とと

もに企業などへの啓発活動に努め

ます。 

○待遇改善、安定雇用に向け

た企業等への啓発活動 

 

産業観光課 

 

●成果指標 
 

 指標名 現況値 目標値 

指標 1 
ウィメンズチャレンジプロジェクトのセミナ

ー参加者数 
705人（H30） 750人（R7） 

 

 


